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第1章 南風原町総合交通戦略の概要

1-1 計画の目的

「南風原町総合交通戦略」は、令和 4 年（2022 年）7 月に策定した「南風原町交通基本計画」

の実現に向け短中期（約 5～10年）における具体的な交通施策の展開を図る目的として策定する。

1-2 計画の位置づけ

「南風原町総合交通戦略」は、南風原町交通基本計画の実現に向けて、効果的、効率的な施策

の展開を図る目的として、短中期（約 5～10年）のアクションプログラムとして位置づける。

国、県及び本町の上位関連計画と本総合交通戦略の位置づけは下図に示すとおりである。

図 1-1 南風原町総合交通戦略の位置づけ

【国及び沖縄県上位計画・関連計画】

●第 5 次南風原町総合計画（2017 年～）

●南風原町国土強靭化地域計画（2021 年～）
●交通政策基本計画（2021 年～）

●自転車活用推進計画（2018 年～）

●沖縄ブロック新広域道路交通ビジョン（2021 年～）

●沖縄ブロック新広域道路交通計画（2021 年～）

●新・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画（2022 年～）

●那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」（変更原案 2022 年～）

●沖縄県総合交通体系基本計画（2022 年～）

●沖縄県広域道路整備基本計画（2010 年～）

●沖縄本島中南部都市圏都市交通

マスタープラン（2009 年～）

●沖縄中南部都市圏総合交通戦略（2011 年～）

（＊第 4 回 PT 調査に向けて検討中）

●TDM 施策推進アクションプログラム（2021 年～）

●沖縄県緊急輸送道路ネットワーク計画（2019 年～）

●沖縄県自転車活用推進計画（2021 年～）

【国関連計画】

【県関連計画】

【南風原町上位計画･関連計画･まちづくり計画】

■南風原北 IC 土地利用計画

■南風原南 IC 周辺土地利用計画

■南風原町通学路安全プログラム

【上位計画】

【関連計画】

【まちづくり計画】

●南風原町都市計画マスタープラン（2022 年～）

●第 9 次南風原町高齢者保健福祉計画（2021 年～）

●第 5 次南風原町障がい者計画・第 6 期障がい

福祉計画・第 2 期障がい児福祉計画（2021 年～）

●南風原町地域防災計画（2023 年改訂予定）

●南風原町観光振興計画（2014 年～）

●那覇市交通基本計画・総合交通戦略

●豊見城市交通基本計画・総合交通戦略

●与那原町総合交通基本計画・地域総合交通戦略

●南城市地域公共交通網形成計画

【隣接自治体交通関連計画】

整合

整合

整合

整合

即する

即
す
る
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1-3 計画区域

「南風原町総合交通戦略」の計画区域は、本町全域を対象として検討するものとする。

また、本町隣接地域との連携及び広域連携の視点も踏まえるものとする。

図 1-2南風原町総合交通戦略の計画区域

那覇市

西原町

与那原町

南城市

八重瀬町

豊見城市
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1-4 計画年次

本総合交通戦略の目標年次については、本総合交通戦略の事業開始年次となる令和 5年（2023

年）から、南風原町交通基本計画の中間年となる令和 15 年（2033 年）までの約 10 年間とする。

なお、本総合交通戦略の中間年となる令和 10 年（2028 年）においては、個別施策や関連計画

の進捗状況を検証し、必要に応じて内容の見直しについての検討を行うものとする。

図 1-3南風原町総合交通戦略目標年次

図 1-4 南風原町総合交通戦略の流れ

南風原町

総合交通戦略

南風原町

交通基本計画

検
討 前期 後期

計画策定 令和 4 年（2022 年）7 月

計画中間年 令和 15 年（2033 年）

短中期計画(5~10 年) ⻑期計画検
討

戦略策定 令和 5 年（2023 年）

戦略目標年 令和 15 年（2033 年）

計画目標年

令和 22 年

(2040 年)

■ 令和 4年(2022 年) 南風原町交通基本計画策定 (約 20 年計画)

■ 令和 5年(2023 年) 南風原町総合交通戦略策定 (約 10 年計画)

 本町の交通に関連した現況及び課題整理

 基本理念、将来像を策定

 基本方針、施策の策定

 将来ネットワークの検討

 計画目標の設定

 推進体制、評価・検討・改善の検討

 施策の展開方針、方向性の検討

 個別施策の整理

 個別施策のスケジュール設定

 地域区分別施策のパッケージ化

■ 令和 5年(2023 年)度以降 個別施策の展開 (5 年～10 年計画)

 重点的に取り組む施策の展開

 南風原町総合交通戦略の評価

■ 令和 15 年(2033 年)度以降 南風原町総合交通戦略の見直し (11 年～20 年計画)
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1-5 南風原町総合交通戦略の構成

「南風原町交通基本計画」について示した基本方針、施策及び計画目標に基づき、本総合交通

戦略における具体施策等の検討を行う。

また、各施策の実施スケジュール設定について関係機関へのヒアリングを実施。今後の施策を

評価するための目標値について設定する。

図 1-5 検討の流れ

① 基本方針に基づき展開方針の設定

・ 「南風原町交通基本計画」において示された基本方針に基づき、展開方針を設定

② 各展開の目標・核となる考え方を設定

・ 本総合交通戦略の目標年次である令和 15 年（2033 年）を目指して、短期（約 5年）及び中

期（約 10年）における目標を示し、また、目標を達成するための核となる考え方について

設定

③ 具体的な施策の設定

・ 核となる考え方に基づき、今後、実施していく施策について具体的な位置づけ

・ 施策を効果的・効率的に展開できるよう施策のパッケージ化を検討

④ 実施プログラムの設定

・ 各施策を戦略的に進めていけるよう、具体的な内容及び実施スケジュールを設定

⑤ 指標及び目標値の設定

・ 実施プログラム達成状況を評価するための指標及び目標値を設定

⑥ フォローアップの設定

・ 施策を確実に推進していくために推進体制について設定

①
基
本
⽅
針
に
基
づ
き
展
開
⽅
針
の
設
定

南風原町総合交通戦略の策定方針

②
各
展
開
の
⽬
標
・
核
と
な
る
考
え
⽅
を
設
定

③
具
体
的
な
施
策
の
設
定

④
実
施
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
定

⑤
指
標
及
び
⽬
標
値
の
設
定

⑥
フ
�
ロ
�
ア
�
プ
の
設
定
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第2章 地域を取巻く現状と課題

「南風原町交通基本計画」では、本町の現状（地形、土地利用、人口、移動特性、道路及び公共

交通）、また、住民アンケート及び住民意見（メール等）からみえる課題について整理を行った。

「南風原町総合交通戦略」の策定にあたって、本町内各地域の生活道路における課題、地域住

民の公共交通に関するニーズ調査として、また、町立学校（幼稚園、小学校、中学校）周辺におけ

る登下校時間帯の送迎交通を把握するため、各地域での住民ワークショップ、町立の学校への送

迎交通に関する保護者アンケート調査を実施した。

 住民ワークショップ開催及び送迎交通に関する保護者アンケート調査のねらい

① 住民ワークショップ開催のねらい

本総合交通戦略を策定するにあたり、具体的に町

民が地域の交通安全問題に関する認識と、町内外へ

の移動ニーズ及び移動サービスを求めているか、把

握することを目的として住民ワークショップを実

施した。

図 2-1 住⺠ワークショップ状況

② 送迎交通に関する保護者アンケート調査のねらい

町内の学校周辺では、登下校の時間帯において送

迎交通による渋滞が発生し、地域住民及び徒歩登校

の児童生徒の安全性が低下している。

本調査においては、町立幼・小・中学校における

送迎交通の実態を把握し、今後の対策検討に用いる

基礎資料収集を目的として実施した。

表 2-1 アンケート回収数

配布数 回収数 回収率

幼稚園 505 296 58.6%

小学校 3,321 1,413 42.5%

中学校 1,458 212 14.5%

【住民ワークショップの内容】

1.住⺠ワークショップ開催の説明

1-1 住⺠ワークショップの目的

1-2 南風原町の取り組み概要

2.グループ別に作業

2-1 地域の交通安全について

2-2 公共交通について

3. グループ毎に発表
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2-1 南風原町の課題

本総合交通戦略において、今後の展開を整理するにあたり「南風原町交通基本計画」において

示した本町の地形、土地利用、人口及び移動特性等を再整理し、さらに、本総合交通戦略におい

て実施した住民ワークショップ、送迎交通に関する保護者アンケートの調査結果から見える住民

のニーズ等を取りまとめた。

表 2-2 現状及びアンケート等からみえる課題

現状からの課題 アンケート及び住民意見からみえる課題

地形

• 北側地域では徒歩や自転車による移

動が厳しいことから、地形に影響さ

れない、多様な移動手段の検討が必

要である

《アンケートからみえる課題》

• 地形的な理由から、徒歩・自転車移動の

問題を感じている

土地

利用

• 道路ネットワークとまちづくりを一

体的に検討し、スプロールの防止や

快適な交通環境の向上が必要である

• 幹線道路の円滑性を確保するため

の、沿線土地利用を含めた道路の位

置づけを検討する必要がある

―

人口

• 高齢者の増加に伴い、移動困難者へ

の対策や高齢者の移動しやすい交通

施策の検討が必要である

• 人口増加に伴う発生交通の増加によ

る交通環境の悪化が懸念されること

から、自家用車利用を抑える施策の

検討が必要である

• 今後の高齢化による移動困難者への

移動支援を含めた施策の検討が必要

である

―

移動

特性

• 南風原町から半数の人が自動車を利

用して移動していることから、国道

329 号及び 507 号等の幹線道路にお

いて渋滞が発生しており、その対策

が必要である

• 路線バスの利用が低く、渋滞緩和や

移動困難者等への対策として、公共

交通の利用促進が必要である

• 自動車利用が難しい移動困難者等へ

の交通環境の向上を図る必要がある

• 歩道のバリアフリー化等の検討を行

い、誰もが歩きやすいまちづくりを

推進する必要がある

《アンケートからみえる課題》

• アンケート回答した世帯の約 95%が自

動車を保有し、自動車保有世帯の約

65%が 2 台以上所有している

• 日常移動では平日約 80%、休日約 85%

が自動車移動。バス利用については平日

約 8%から休日では 4%に減少し、公共交

通を利用した移動は 8%以下となってお

り、移動手段が自動車に偏っている

• 自動車移動の理由として「目的地まで直

接行ける」、「複数の用事をすます」等

の効率的な移動及び時間短縮を理由とし

て挙げている

《住民が認識する課題》

• 小学校の登下校時における児童の送迎

交通による学校周辺の渋滞への対策
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＊南風原町交通基本計画からの再掲載

現状からの課題 アンケート及び住民意見からみえる課題

道路

交通

• 今後、高齢者の増加に伴い、高齢者

に係る交通事故防止等の取り組みが

必要である

• 交通渋滞による生活道路への通り抜

け交通への対策が必要である

• 渋滞の悪化により、経済損失が課題

である

《交通量調査結果からの課題》

• 生活道路において、通勤・通学時間

帯の交通が日中に比べ多く、通り抜

け交通が流入している可能性があ

り、今後、必要箇所においては通り

抜け交通の実態を把握し、対策の検

討が必要である

• 一部の付加車線が設けられていない

交差点において、右折車両による後

続車両への進行阻害が見られること

から、ボトルネック交差点への対応

についての検討が必要である

《アンケートからみえる課題》

• 幹線道路及び右折帯が整備されていない交

差点における渋滞を問題に感じている

• 生活道路及び通学路において、歩道の狭小

及び未整備区間、ガードレールの未整備

による危険性を感じている

• 生活道路における通り抜け交通や、学校の

登下校時の送迎交通についても問題を感

じている

• 自動車、歩行者の視点から自転車の車道及

び歩道の走行に危険性を感じている

《住民が認識する課題》

• 南風原北、南 IC における交通渋滞対策及

びボトルネック交差点への付加車線の整

備が必要

• 生活道路内の通り抜け交通、及び走行速度

の抑制策が必要（ゾーン 30 プラス、スク

ールゾーン）

• 生活道路及び通学路の安全対策として、ガ

ードレール、歩行空間及び横断歩道等の

整備

• 夜間歩行の安全性向上の為の街灯整備、及

び道路施設の維持管理

公共

交通

• 多くの地域で発生している公共交通

不便地域への対処が必要である

• 人口が集中している地域へのバス路

線の見直しが必要である

• バス停までのアクセス環境が悪い地

域等での、アクセス環境の向上を図

る必要がある

《アンケートからみえる課題》

• 公共交通の利用については、自宅からバス

停（駅）までの距離、また、公共交通の運

行（ルート、本数、運行時間）について問

題に感じている

• バス待ち空間（上屋、ベンチ）についても

問題に感じている

• 公共交通の利用頻度が年数回程度の理由と

して、「バス停までの距離」、「バスの本

数及び定時性、ルート不足」等が挙げられ

ている

《住民が認識する課題》

• 現在、人口が増加している津嘉山区画整理

地区（国道 507 号バイパス）への新たなバ

スルートを増設

• 広域及び地域移動の向上、移動困難者の移

動支援を図るための新たな公共交通システ

ム（LRT、BRT、モノレール含む）の導入

• バス利用環境整備（利用促進）としてのバ

ス待ち空間整備
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2-1-1 住民ワークショップからの課題

(1) 交通問題に対する意見

各地域における交通問題に対し、必要と考えられる対策について地域住民のアイディアとして、

「交通渋滞」、「生活道路、通学路の安全対策」及び「その他」の 3つに分類し、結果として「生

活道路、通学路の安全対策」に対する意見が最も多い傾向が見られる。

表 2-3 交通安全に対する地域アイディア

分類 交通問題の内容 対策案（地域アイディア）

交通渋滞

1 幹線道路等の朝・夕の渋滞

幹線道路の整備及び幹線道路の交差点改良

の推進

取付け道路（町道）の右折帯整備、交差点

改良

2 連続交差点の渋滞
停止線位置の見直し、「停止禁止」標示の

整備

3 商業施設の出入（国道 329 及 507 号） 商業施設への負荷車線整備

4 バスレーンによる円滑性の低下
バスレーン時間帯のリバーシブルレーンの

導入

5 右折信号の未整備 右折矢印信号の設置

生活道路、

通学路の

安全対策

6 通り抜け交通 ハンプ、通行規制

7 スピード超過 速度抑制（安全速度標識）、ハンプ

8 歩道が狭い、車道が狭く電柱が多い 無電柱化、電柱の移動、グリーンベルト

9 白線の不明瞭（路肩） 白線整備、グリーンベルト

10 優先道路の不明瞭（無信号交差） 「止まれ」標示、カラー舗装

11 道路勾配（下りの速度） 滑り止め舗装

12 事故の多発（単独） 滑り止め舗装、速度抑制、注意喚起看板

13 事故の多発（無信号交差）
優先側の明確化（止まれ標示、カラー舗

装）、交差点ハンプ

14 見通し（カーブ、鋭角交差） カーブミラー、優先の明確化、交差点改良

15 見通し（草木の繁茂） 除草（維持管理）

16 見通し（構造物） カーブミラー、スムース横断歩道

17 学校への送迎交通 学校 MM

18 変則交差点 交差点改良

19 生活道路への大型車進入 交通規制

20 人身事故の多発 交差点改良、信号位置の変更

21 通学路横断歩道（無信号） 信号整備、スムース横断歩道

その他

22 路上駐車 交通規制

23 路面の凹凸 道路整備

24 歩道路面が滑る 湧水対策
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(2) 移動しやすい環境づくり

町民移動ニーズにおいて、町民がよく行く場所へ必要と考える移動手段について、地域毎に整

理を行った。

ほとんどの地域では、町内全域移動が可能なコミュニティバス、デマンド交通との意見がある

なか、宮平、喜屋武、神里地区では、コミュニティバス、デマンド交通に関する意見が少なく、当

該 3 地域では、地域の中心を路線バスが通過しており、バス停までの移動距離や公共交通不便地

域の広がり等の地域的特徴がひとつの要因として考えられる。

また、その他の意見では、日常の食品等の買物では、近隣の商業施設を利用することから、長

距離移動を目的とした路線バスやコミュニティバスではなく、ドア to ドア形式の気軽に利用でき

るタクシー利用への補助に対する意見が多くあげられた。

図 2-2 地域別移動手段のニーズ

図 2-3 町⺠の移動先
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各地域からあげられた移動手段のニーズについて、項目立てを行い下表に整理した。

項目は大きく 5つ（路線バス、民間事業との連携、支線公共交通、自転車、新たなモビリティ）

あげられており、その他ではタクシーチケット、地域バス等が挙げられている。

表 2-4 移動しやすい環境づくりに必要と考えられる事項

移動しやすい環境づくりに必要な項目 備考

路線バス

定時性の向上 バスレーン整備

運行本数の増便 利便性向上、利用促進

バス待ち空間整備
上屋、ベンチの整備、コンビニでの

バス待ち

運行ルートの見直し

バス網の再編、南北軸のバス路線強

化、国道 507 号バイパスへのルート

導入

新川営業所、モノレール首里駅との

連携

運賃割引 サブスクリプションの導入

交通結節点 乗り換えのシームレス化

民間事業

との連携

買物支援
民間事業者が主体となって買物を支

援

民間事業者が運営する既存ストックを活用 商業施設、病院、福祉バスの活用

支線

公共交通

生活拠点間移動バス

地域内移動の充実を図るコミュニティバス

デマンド交通

自転車

自転車通行空間 自転車利用の安全性を高める

駐輪場 バス停及び交通結節点からの端末移

動シェアサイクル

新たな

モビリティ
電動キックボード 町内の拠点移動、バス停の端末移動

その他

パークアンドライド（P&R）
那覇空港自動車道の空地を利用した

駐車場（公共交通への乗換え）

移動スーパー

タクシーチケット
高齢者の買物（荷物持ち）の負担軽

減

地域バス
各地域で買物支援を行う（運転手は

各地域、バスは町が準備）

スクールバス
学校から遠距離の児童を対象とした

通学支援
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(3) 今後の展開について

前述で整理した住民ワークショップに対し、「交通安全対策」、「移動しやすい環境づくり」に

おいて、渋滞対策、道路整備の推進、また、支線公共交通の導入やタクシーチケット等を整理

し、今後の検討として記載する。

表 2-5 今後の検討

令和 5 年度（2023 年度）以降に検討・実施

交通安全対策

 渋滞対策

• 渋滞交差点に位置付けられている箇所について関係機関と連携し対策実

施を促進

• その他渋滞交差点においても、現況を十分把握し対策について検討

 生活道路安全対策区域指定の検討

• 関係機関調整

• 想定する区域（津嘉山小学校地区、北丘小学校地区、南風原小学校地

区、翔南小学校地区、与那覇・宮城地区、兼城地区、山川地区、神里地

区）

 指定区域の重点対策の検討、実施（ゾーン 30 プラス）

• 関係機関との調整を行い、対策地域の優先度の検討、対策を実施

 通学路指定の検討

• 住民ワークショップ意見、現地確認により通学路指定の可能性について

検討

 安全な歩行空間の創出

• 生活道路や通学路等において安全で安心な歩きやすい歩行空間を創出

移動しやすい

環境づくり

 端末移動

・ 拠点（自宅）からバス停、バス停から拠点（目的地）や施設間

の移動支援としたサイクルステーション導入等の検討

 路線バス利用促進

• 既存の路線バス利用の向上を図るため、バス待ち空間を検討、整備

 民間事業との連携

• 地域交通の持続的な運用の可能性について、民間連携について検討

 地域内移動

• 高齢者への「タクシーチケット」配布等による移動支援、また、本町内

における支線公共交通のあり方について段階的に検討
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2-1-2 送迎交通に関する課題及び今後の展開

本町内の町立幼・小・中学校の送迎交通に関する保護者アンケートの調査結果より、多くの園

児、児童、生徒が自家用車により送迎されていることが把握できた。

また、登園・登校時の送迎は、同時刻（7：30～8：00）に送迎交通が学校周辺に集中してお

り、当時間帯において学校周辺での送迎交通による渋滞が発生しているものと予想される。

今後、送迎交通の抑制を図るため、送迎交通の課題、今後の展開について下表に整理した。

表 2-6 今後の検討

※MM（モビリティ・マネジメント）とは

当該の地域や都市を、「過度に自動車に頼る状態」から、「公共交通や徒歩などを含めた多様な交通

手段を適度に（＝かしこく）利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取り組みを意味するもの

である。

（国土交通省 モビリティ・マネジメントパンフレット参照）

令和 5 年度（2023 年度）以降に検討の実施

送迎交通の

現状・課題

 自家用車送迎の実態

• 登園・登校時は全体の約 53％、降園・下校時では全体の約 47％が自

家用車による送迎

• 特に、幼稚園の自家用車による送迎が最も多く登園約 80％、降園約 95％

• 小学校では登校約 50％、下校約 40％、中学校では登校約 35％、下校

約 18％が自家用車による送迎

 送迎の時間帯

• 登園・登校時の時間帯では、7 時 30 分からの 30 分間に全体の約 70％

が集中

• 小中学校の下校時間のピークは 18 時 30 分からの 30 分間に集中

今後の展開

 生活道路対策

• 歩行空間の創出

 自家用車送迎の理由を基に送迎交通抑制について検討

• 送迎交通の抑制策として、学校 MMの可能性検討

• 教育委員会、学校、PTA との意見交換

• 学校 MM の実施スケジュール検討

• 学校 MM の実施、効果検証
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第3章 南風原町総合交通戦略の考え方

3-1 町が目指す将来像

「南風原町交通基本計画」では、本町の上位計画である「南風原町都市計画マスタープラン」

に掲げられている目標のひとつ「誰もが快適に移動しやすい交通体系のまちづくり」を基本理念

として、目指すべき将来像、基本方針が示され、本総合交通戦略においては、それら基本理念等

に基づき策定を行う。

南風原町交通基本計画より再掲載

図 3-1 本町が目指すべき将来像

.

【目指すべき将来像】

 《将来像➀》：都市と地域をつなぐ交通 

 《将来像②》：人と環境にやさしい安全・安心な交通

【目指すべき交通体系に向けた基本方針】

 基本方針１：体系的な道路ネットワークの構築

 基本方針２：公共交通の利用促進

 基本方針３：安全・安心な交通環境の創出

 基本方針４：交流機能の向上

【基本理念】

誰 も が 快 適 に 移 動 し や す い 交 通 体 系 の ま ち づ く り

【本町における交通に関する課題】

 課題 1.体系的な道路ネットワーク （基本方針 1,2,3,4）

 課題 2.公共交通の利用環境 （基本方針 2,3,4）

 課題 3.安全・安心な生活環境 （基本方針 1,3）

 課題 4.交流拠点 （基本方針 2,4）

 課題 5.循環型・低炭素型 （基本方針 2,3,4）

課題に対応
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3-2 計画目標及び実施施策

3-2-1 町内の交通課題

「南風原町交通基本計画」において、本町交通に関する課題を大きく 5 つ（体系的な道路ネッ

トワーク、公共交通の利用環境、安全・安心な生活環境、交流拠点及び循環型・低炭素型）に分

類。(南風原町交通基本計画より再掲）

図 3-2 本町が抱える交通課題

課題 2.公共交通の利用環境

• だれもが利用しやすい公共交通機関

• 公共交通不便地域の解消

• 公共交通の利用促進 等

課題 1.体系的な道路ネットワーク

• 広域幹線道路の構築

• 地域内及び広域移動を支える道路ネットワークの構築

• 道路の段階構成

• 渋滞交差点の改善

• 歩きやすい歩行空間の創出 等

課題 3.安全・安心な生活環境

• 既存道路の幅員再構築

• 自転車ネットワークの構築

• 生活道路や通学路の通過交通対策

• 災害に強い道路網の構築 等

課題 4.交流拠点

• 各交通手段の有機的な連携

• 交通結節点を中心とした地域観光との連携

• 地域の交流拠点の構築

課題 5.循環型・低炭素型

• 自家用車利用に偏らない生活スタイルの構築

■町内の交通課題
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本町に隣接する地域と那覇市を繋ぐ幹線道路において渋滞が発生しており、渋滞を避けるため

に地域内の生活道路への通り抜け交通が流入し生活道路の安全性が低下している。

図 3-3 本町の交通の現状
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3-2-2 本町の特徴

本町は、本島南部の中心に位置し、唯一海に面していない自治体であり、また、地域の北側は

起伏が激しい地域となっている。

また、県都である那覇市に隣接し、人口も年々増加し、本町内及び周辺においては商業施設等

が多く立地し、利便性の高い地域となっている。

本町の地域的特徴を下表に整理する。

表 3-1 本町の特徴

幹線道路が整備され、どこにでも行ける交通の便が良い南風原町！

特

徴

① 那覇市と市町村を繋ぐ広域幹線道路があり、交通結節点としての位置付けもある

② 生活圏内に利便施設がある

③ 国道 329 号から北側の地形は起伏が激しく、特に高齢者の移動が困難と推測される

④ まちの魅力は地域の中にあり、歩いて体感することで町の魅力を感じられる

南
風
原
町
の
特
徴

特徴①（交通）

 那覇市と周辺市町村を繋ぐ広域幹線道路が進められ、本町内に位置する南風

原北 IC 付近は、県の上位関連計画において交通結節点として位置づけられ

ている

今後も広域交通の利便性が向上し、交通量が増加することが考えられる。
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特徴②（生活）

 本町及び隣接市町には、様々な利便施設が点在しており、買物や通院で町外

移動も見られるものの、多くは町内移動が中心となっている

特徴③（地形）

 北側では全体的に標高が高く、南側においては小高い丘として「黄金森（標

高 80ｍ）及び高津嘉山（標高 87ｍ） 」等が点在し、丘周辺では平坦地がな

だらかに広がっている。

国道 329 号から北側は高低差が激しく、特に高齢者

の移動が困難と推測される。

生活圏内に利便施設が整っている。
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特徴④（文化）

 本町内には、各地域において文化的特徴が異なっており、地域を歩いて周遊

することで地域毎の魅力を体感できる

出典：南風Ｖａｌｕ

南風原観光協会
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3-2-3 施策の展開及び核となる考え方

(1) 本町の特徴と課題

「南風原町交通基本計画」において整理した、本町の現況及び課題、さらに、本総合交通戦略

策定に向けて実施した住民ワークショップ、送迎交通に関する保護者アンケートの調査結果か

ら、本町の特徴について整理を行った。

表 3-2 本町の特徴と課題

幹線道路が整備され、どこにでも行ける交通の便が良い南風原町！

特

徴

① 那覇市と市町村を繋ぐ広域幹線道路があり、交通結節点としての位置付けもある

② 生活圏内に利便施設がある

③ 国道 329 号から北側の地形は起伏が激しく、特に高齢者の移動が困難と推測される

④ まちの魅力は地域の中にあり、歩いて体感することで町の魅力を感じられる

課

題

① 路線バスはルートや便数が少なくて、利用者は少ない（自動車移動が中心）

② 国道・県道では、交通渋滞が発生（特に朝夕の通勤・通学時間帯）

③ 渋滞を回避するために通り抜け交通が増加

④ 通り抜け交通は学校周辺に多い

(2) 展開の方向性

本町は、町内のみならず、隣接する市町を含む生活圏内に商業施設、医療施設、運動施設等の

利便施設が点在しており、暮らしやすい町として年々人口が増加している。

しかし、本町の位置的特性から通過交通による交通量の増加、また、本町北側地域では起伏の

激しい地形であることから、近距離移動も車を利用している状況が伺える。

「南風原町交通基本計画」に示している目指すべき将来像の実現に向けて、本総合交通戦略以

降（10 年後以降）も見据え、効率的・効果的に施策が展開できるよう短中期の 10 年の方向性に

ついて下記に示す。

■展開の方向性

核となる考え方１ ：交通結節点を拠点としたネットワークの形成を検討

核となる考え方２ ：安全で歩きたくなるまちづくりにより、徒歩交通を促進

核となる考え方３ ：状況に応じた近距離移動の支援により、活力向上を図る
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本町が抱える交通に関する課題、また、住民ワークショップ等で得られた地域ニーズ、さらに、本町の特徴等から、本総合交通戦略における今後 10年の方向性から、展開方針を設定した。

表 3-3 展開方針及び方向性

■
基
本
理
念

�
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南風原町交通基本計画基本方針及び施策

基本方針１：体系的な道路ネットワークの構築

• 幹線道路、補助幹線道路、生活道路の整備

• 渋滞交差点等の改良

• 道路の維持・管理

• 災害に強い道路網の形成 等

基本方針２：公共交通の利用促進

• 新しい公共交通システムの導入

• 周辺市町と連携したバス網の再編

• 支線公共交通の導入

• バス利用環境の創出 等

基本方針３：安全・安心な交通環境の創出

• 自転車通行空間の整備

• 生活道路の通過交通対策

• ＴＤＭ 等

基本方針４：交流機能の向上

• 交通結節点の整備

• パークアンドライド（P&R）

• シェアサイクル

• 小型モビリティ 等

南風原町における交通の課題

課題 2. 公共交通の利用環境 （基本方針 2,3,4）

• だれもが利用しやすい公共交通機関

• 公共交通不便地域の解消

• 公共交通の利用促進 等

課題 1.体系的な道路ネットワーク

（基本方針 1,2,3,4）

• 広域幹線道路の構築

• 地域内及び広域移動を支える道路ネットワーク

の構築

• 道路の段階構成

• 渋滞交差点の改善

• 歩きやすい歩行空間の創出 等

課題 3. 安全・安心な生活環境 （基本方針 1,3）

• 既存道路の幅員再構築

• 自転車ネットワークの構築

• 生活道路や通学路の通過交通対策

• 災害に強い道路網の構築 等

課題5.循環型・低炭素型 （基本方針2,3,4）

• 自家用車利用に偏らない生活スタイルの構築

課題 4. 交流拠点 基本方針 2,4）

• 各交通手段の有機的な連携

• 交通結節点を中心とした地域観光との連携

• 地域の交流拠点の構築

交通戦略の展開方針及び方向性

将
来
像
➀
﹁
都
市
と
地
域
を
つ
な
ぐ
交
通
﹂

将
来
像
②
﹁
⼈
と
環
境
に
や
さ
し
い
安
全
・
安
⼼
な
交
通
﹂

展開方針１：

自動車交通の円滑性の向上

• 広域・地域幹線道路整備の展開、渋滞交

差点対策 等

展開方針 2：

生活道路の安全性向上

• 生活道路、通学路における対策の検討、

実施

• 送迎交通への対応

展開方針 3：

移動しやすい環境の整備

• 新たな公共交通導入の可能性の検討

• バス待ち空間整備

• 交通結節点整備の可能性

• 自転車通行空間、サイクルステーション

導入

核となる考え方１：

交通結節点を拠点としたネットワークの形

成を検討

核となる考え方２：

安全で歩きたくなるまちづくりにより、徒歩交

通を促進

核となる考え方３：

状況に応じた近距離移動の支援により、活

力向上を図る
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3-3 展開の目標

前述に示した本総合交通戦略における展開方針及び方向性より、本総合交通戦略において、今後、短期（5 年）、中期（10年）における展開目標について下表に整理する。

表 3-4 個別施策の展開目標

方針 項目 短期（5 年程度） 中期（5～10 年） 期待できる効果

展開方針１

自動車交通の円滑

性の向上

整備の推進 • 道路整備プログラムの検討・策定。 • 道路整備プログラムに基づき、優先度の高い路線整備の推

進。

• 効率的な道路整備の推進

交通の円滑化 • 道路整備、渋滞対策等について対策の検討・整備の推進を図る。 • 道路ネットワークの構築

• 渋滞緩和

防災 • 緊急輸送道路の耐震化、無電柱化の推進、代替道路ネットワークの検討。 • 防災

維持管理 • 道路維持管理プログラムの検討・策定。

• 地域と連携した維持管理手法の検討・実施。

• 道路維持管理プログラムに基づき、地域との連携した継続

的な維持管理を推進。

• 効率的な維持管理

歩行者・自転車の通行空間 • まちづくりと連携した魅力ある歩行空間の整備につい

て検討。

• 拠点、周遊観光手段及び情報発信手法についての検

討。

• まちづくりと連携した誰もが歩きたくなる歩行空間の整備

の推進。

• 自転車が安全・安心に走行できる通行空間の検討。

• 町内周遊観光の拠点整備を推進し、観光情報発信を実施。

• 車から徒歩への移動手段の転換に

より渋滞緩和、健康増進

• 南風原町を肌で感じる観光（徒

歩・自転車）

観光イベント • 町内イベント時の混雑緩和に向けた対策の検討。 • 短期の検討結果に基づき、イベント時の混雑対策の実施。 • イベント時のスムーズな移動や案

内

展開方針 2

生活道路の安全性

向上

安全対策 • 主要生活道路の位置づけを検討。

• 「南風原町通学路安全プログラム」と連携し、生活道

路の安全対策の検討、対策を実施。

• 安全対策を実施した生活道路を中心に、関係機関と連携を

図り、通学路の指定を実施。

• 地域内の通過交通の抑制を図り、

安全・安心な道路環境を創出

TDM • 自動車移動から、その他移動手法への転換を促すため

の TDM 施策の検討。

• 短期において検討した施策について、関係機関と連携を図

り推進。

展開方針 3

移動しやすい環境

の整備

自転車 • 町内の短中距離移動支援として、サイクルステーショ

ン設置箇所の検討・導入。

• 自転車の利用促進を図るサイクルイベントの検討。

• 自転車の活用推進に向けて、「自転車活用推進計画」及び

「自転車ネットワーク計画」の検討・策定。

• 町内サイクリングイベントを実施し、自転車の利用促進を

図る。

• 短中距離移動について車からの移

動手段のシフト、健康増進

• 自転車利用の促進

バスの利用促進 • バスの利用促進を図るため、バス停までのアクセス性

向上、バス待ち空間整備の検討。

• バス通学促進の検討。

• バス待ち空間（上屋、ベンチ、標示等）、駐輪の整備推

進。

• バス通学促進につながる施策の実施。

• バス利用者の促進

移動支援 • 移動支援の手法について検討・実施。 • 支線公共交通の導入に向けた検討・実証運行等を実施し、

町内にあった交通の検討。

• 新たな公共交通システム導入の検討。

• 公共交通の利用促進や移動困難者

の減少

結節点 • 南風原町交通基本計画において示している結節点（広

域、サブ、地域）の整備の可能性を検討。

• 交通結節点の整備推進。

• 交通結節点と連携し、多様な交通モードの導入の可能性を

検討。

• 結節点により公共交通ネットワー

クの構築
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第4章 具体的な施策の展開

4-1 南風原町総合交通戦略の目標について

南風原町交通基本計画において掲げた基本理念及び基本方針の実現に向けて、本総合交通戦略

では 5～10 年で実施する施策の展開方針を示し、下図においては、各展開方針における施策の目

標を示している。

図 4-1 南風原町総合交通戦略の目標（参考）

■
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基本方針１：

体系的な道路ネットワークの構築

• 幹線道路、補助幹線道路、生活道路の整備

• 渋滞交差点等の改良

• 道路の維持・管理

• 災害に強い道路網の形成 等

基本方針２：公共交通の利用促進

• 新しい公共交通システムの導入

• 周辺地域と連携したバス網の再編

• 支線公共交通の導入

• バス利用環境の創出 等

基本方針３：安全・安心な交通環境の創出

• 自転車通行空間の整備

• 生活道路の通過交通対策

• ＴＤＭ 等

基本方針４：交流機能の向上

• 交通結節点の整備

• パークアンドライド（P&R）

• シェアサイクル

• 小型モビリティ 等
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南風原町交通基本計画の理念・基本方針 南風原町総合交通戦略の目標

展開方針１：

自動車交通の円滑性の向上

• 広域・地域幹線道路整備及び渋滞

交差点の対策推進

• 歩きやすい歩行空間整備の推進

展開方針 2：

生活道路の安全性向上

• 生活道路、通学路における対策の

検討及び実施の推進を図り、通学

路指定を目指す

• 過度な自家用車利用、送迎交通等

を公共交通へ転換、徒歩移動の推

進

展開方針 3：

移動しやすい環境の整備

• 自転車利用環境の創出

• 既存路線バスの利用環境向上を目

指す

• 移動困難者への移動支援策や地域

の支線公共交通導入を目指す

• 交通結節点整備の可能性について

検討
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4-2 具体的な施策

各展開位方針に沿って実施する個別施策について、下表に整理する。

（検討： 実施： 継続： ）

展開方針及び個別施策 展開スケジュール 備考 掲載頁

展開方針 1：自動車交通の円滑性の向上 短期 中期 長期 備考 掲載頁

1-① 道路整備プログラムの策定 ・ 計画的な道路整備を推進 P31

1-② 幹線、補助幹線、生活道路の整備

南風原・与那原バイパス整備の推進

・ 交通の円滑化、通過交通の抑制

等
P32

南部東道路、県道 241 号線(黄金森公園線)、

国道 507 号整備の推進

町道 10 号線、津嘉山中央線・津嘉山西線、

本部公園線整備の推進

1-③ 渋滞交差点の改良

主要渋滞交差点の対策推進

・ 渋滞緩和・交通の円滑化 等 P34
町内主要渋滞交差点の対策検討・実施

1-④ 道路維持管理プログラムの策定
道路維持管理プログラムの検討・策定

・ 計画的な道路維持管理

・ 関連団体との連携
P36

地域と連携した維持管理

1-⑤ 災害に強い道路網の形成
緊急輸送道路の耐震化、無電柱化の推進

・ 災害時の道路網強化

・ 避難ルートの確保
P39

代替道路ネットワークの検討

1-⑥
歩行空間及び

自転車通行空間整備の推進

快適な歩行空間の推進
・ 自家用車に偏らない移動手段への

転換
P41

自転車通行空間の検討

1-⑦ 観光交通環境の整備
・ 周遊観光の促進、レンタカー流入

の抑制
P43

1-⑧ イベント交通への対応 ・ 公共交通利用の推進、混雑緩和 P43

展開方針 2：生活道路の安全性向上 短期 中期 長期 備考 掲載頁

2-① 安全な歩行空間の創出

主要生活道路ネットワークの検討

・ 安全・安心な生活空間の構築 P45

生活道路対策エリアの設定（登録）

生活道路安全対策の検討・実施

通学路安全点検の実施（連携）

通学路の指定

2-②
TDM（交通需要マネジメント）の

推進

町民 MM による意識改革

・ 自家用車に偏らない移動手段への

意識改革
P47

学校 MM による意識改革

企業 MM による意識改革

公共交通利用促進を図るイベントの実施

展開方針 3：移動しやすい環境の整備 短期 中期 長期 備考 掲載頁

3-① 自転車活用の推進

サイクルステーションの導入
・ バス停からの端末、施設間移動等

の短中距離移動

・ 自転車利用環境の創出

・ 自転車利用の推進

・ 公共交通へのアクセス性向上

P51
自転車活用推進計画の策定

自転車ネットワーク計画の策定

サイクリングイベントの実施

3-② バス利用環境の創出

バス通学の促進

・ バス事業者、商業設及び道路管理

者と連携を図ったバス待ち空間づ

くりによるバス利用促進

・ バス停までのアクセス性向上

P53
バス待ち空間の整備

駐輪場の整備

民間事業者と連携したバス待ち空間

3-③ 新たな公共交通システムの導入

地域公共交通計画の策定

・ 公共交通の役割を明確化し、移動

しやすい環境を構築

・ 移動困難者への移動支援

・ 中北部、空港等の広域移動の向上

P55

新たな公共交通導入の検討

支線公共交通の検討

移動支援の手法の検討

民間と連携した移動支援の検討

3-④ 交通結節点の整備

交通結節点整備の検討
・ 結節点整備により、広域移動、地

域内及び地域内施設移動の向上、

また、防災機能拠点、滞留空間を

確保

P56パークアンドライド（P&R）の実施

高速バスルートの誘導

3-⑤ 多様な交通モード導入の検討 ・ 多様な交通モードによる地域回遊

性向上
P60
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4-2-1 展開方針 1（自動車交通の円滑性の向上）

展開方針 1における展開の流れについて、以下のフロー図にイメージを示す。

図 4-2 展開方針 1 のフローイメージ

・ 本町は、沖縄本島南部の中央に位置し、那覇市に隣接していることから、南部地域

や中北部地域間移動の要衝となっている。一方で、朝、夕ピークの通勤・通学及び

帰宅時間帯において渋滞が発生している。現在、国、県において進められている幹

線道路整備と連携し、整備を推進する。

・ 幹線道路整備と合あわせて、町内に点在する渋滞交差点への対応についても、関係

機関との連携を図り効果的に展開する。
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展開方針 1の個別施策のスケジュールを下表に、また、個別施策の内容については次ページ以

降に示すものとする。

表 4-1 個別施策のスケジュール

短期 中期 長期

1-① ・計画的な道路整備の推進

南風原・与那原バイパス整備の推進

南部東道路、県道241号線（黄金森公園
線）、国道507号整備の推進

町道10号線、津嘉山中央線・津嘉山西線、
本部公園線整備の推進

主要渋滞交差点の対策推進

町内主要渋滞交差点の対策検討・実施

道路維持管理プログラムの検討・策定

地域と連携した維持管理

緊急輸送道路の耐震化、無電柱化の推進

代替道路ネットワークの検討

快適な歩行空間の推進

自転車通行空間の検討

1-⑦
・周遊観光の促進、レンタ
カー流入の抑制

1-⑧
・公共交通利用の推進、混
雑緩和

（検討：    実施：    継続：    ）
備考

個別施策 展開スケジュール

・災害時の道路網強化
・避難ルートの確保

1-⑥
歩行空間及び自転車通行空
間整備の推進

・自家用車に偏らない移動手
段への転換

・交通の円滑化、通過交通
の抑制 等

1-③ 渋滞交差点の改良
・渋滞緩和・交通の円滑化
等

1-④
道路維持管理プログラムの策
定

・計画的な道路維持管理
・関連団体との連携

観光交通環境の整備

イベント交通への対応

展
開
方
針
１

道路整備プログラムの策定

1-②
幹線、補助幹線、生活道路の
整備

1-⑤ 災害に強い道路網の形成
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【1-①】道路整備プログラムの策定

 本町が計画している道路事業及び街路事業が、国、県において進められてる広域幹線

道路網の整備と連携し、効率的かつ効果的な整備工程が踏めるよう、道路整備プログ

ラム策定に向け検討する。

【道路整備プログラムの策定】

・ 道路整備プログラムの検討においては、町が計画している道路網と整備状況を踏ま

え、4路線【町道 10 号線、津嘉⼭中央線、津嘉⼭⻄線、本部公園線】を重点的に道

路整備の推進を図る。

出典：南風原町都市計画マスタープラン
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【1-②】幹線、補助幹線、生活道路の整備

 本町における広域幹線道路等の整備状況は、南部東道路、南風原・与那原バイパ

ス、県道 241 号線（⻩⾦森公園線）及び国道 507 号が進められている。町内外の

広域及び地域内移動の効率化を図るため、国、県と連携し、道路整備の促進を図

る。

 南風原・与那原バイパス及び南部東道路は、「沖縄総合交通体系基本計画」の 2環

状 7放射道路として位置付けられており、現在は南風原・与那原バイパスが暫定供

用、南部東道路が南城市の一部区間で暫定供用されている。

【南風原・与那原バイパス、南部東道路整備の推進】

• 南風原・与那原バイパスの供用により、東海岸（MICE計画含む）と那覇市（空港

等）とのアクセス性が向上し、本町内の国道 329 号の交通の分散により渋滞緩和が

期待できる。また、南部東道路の供用においては、南城市方面への交通のアクセス

性の向上、まちづくりとの連携が期待できることから、関係機関と連携し整備の推

進を図る。

【県道 241 号線（⻩⾦森公園線）、国道 507 号整備の推進】

• 県道 241 号線（⻩⾦森公園線）は、南風原南 ICから那覇空港自動車道と南部東道

路の接続 ICを通過し、本町の中心を連絡するルートとなっており重要な路線とな

っていることから、南部東道路整備とあわせて関係機関と連携した整備の推進を図

る。

• 国道 507 号は、一部区間において整備が進められており、交通の円滑性が向上して

いるものの、未整備区間においては車両の沿道出入り等による交通の円滑性低下が

確認できることから、さらなる整備の推進を図るため関係機関と連携を図る。

【町道整備の推進】

• 東新川及び大名地区のアクセス性向上を図るために町道 10 号線を重点的に、整備

を推進する。

• 津嘉⼭北地区の交通の円滑性を図るため、津嘉⼭中央線、津嘉⼭⻄線、本部公園線

を重点的に、整備を推進する。
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町道 10 号線 津嘉山中央線 津嘉山西線 本部公園線

南部東道路予定箇所 県道 241 号線(黄金森公園線) 国道 507 号

南風原バイパス 与那原バイパス
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【1-③】渋滞交差点の改良

 町内の主要渋滞交差点について、国や県と連携し対策の推進を図り、町道の付加車

線未整備交差点（ボトルネック交差点）について、対策の検討及び対策を行う。

【主要渋滞交差点の対策推進】

・ 国や県において組織する沖縄県渋滞対策推進協議会において位置付けられている、

本町内の主要渋滞交差点（南風原南 IC、津嘉山）においては、朝・夕ピーク時の

渋滞が激しく、渋滞緩和及び移動円滑の向上を図るため、関係機関と連携し対策の

推進を図る。

【町内主要渋滞交差点の対策検討・実施】

■ 町道の渋滞交差点

・ 町道 10号線は、県道 240 号線との交差箇所において、朝・夕ピーク時の渋滞によ

り走行性が低下している。現在は、町道 10 号線の道路整備が進められており、当

該道路整備とあわせて、県道 240 号線の交差箇所においては、右折帯整備について

検討し、道路の円滑性向上を図る。

・ 町道 16号線及び町道 23号線は、国道 329 号へ接続し地域利用による交通量が多

い道路となっている。しかし、朝・夕ピーク時の渋滞から、国道へのアクセス性が

低下しており、信号サイクル及び右折帯整備等による対策について検討し、アクセ

ス性、円滑性の向上を図る。

■ その他渋滞

・ 国道 329 号及び国道 507 号は交通量も多く本町内の幹線道路となっているため、

右折帯の未整備交差点や沿道の商業施設への右折進入、左折車両と横断歩行者の交

錯により後続車への阻害が発生し、交通の円滑性が低下している。

・ 幹線道路の円滑性確保に向け、施設管理者及び道路管理者等と連携し対策の検討を

行う。
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【1-④】道路維持管理プログラムの策定

■ 移動しやすい道路空間（歩行者、自転車及び自動車）を維持するため、除草、道路舗装

及び道路付属物等の定期的な点検、修繕、維持管理を推進する。

【道路維持管理プログラムの検討・策定】

・ 地域住⺠が、徒歩、自転車及び自動車で安全に安心して通行できる環境を維持管理

していくため、本町の主要生活道路上にある道路構造物や付属物を重点的に管理や

定期点検を行う。

・ 補修等の対応が計画的に行えるように道路維持管理プログラムについて検討する。

・ 維持管理プログラムの継続的な実施が図れるよう、取り組み体制等の構築を図る。

■道路構造物・付属物等の点検

.

■道路構造物・付属物等の補修
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■町内生活道路安全対策区域

【北丘小学校校区】

区域（１）北丘小学校地区

区域（２）与那覇・宮城地区

【南風原小学校校区】

区域（３）南風原小学校地区

区域（４）兼城地区

【津嘉山小学校校区】

区域（５）津嘉山小学校地区

【翔南小学校校区】

区域（６）翔南小学校地区

区域（７）山川地区

区域（８）神里地区

（1）

（2）

（3）

（4）

（5） （6）

（7）

（8）
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【地域と連携した維持管理】

・ 各地域や団体が実施している活動と連携した道路の清掃、草刈りを推奨し、活動の

支援策及び表彰等による意欲的に継続できる環境整備について検討する。

■地域活動

■沖縄県におけるボランティア募集内容 ■南風原町におけるボランティア募集内容

出典︓沖縄県 HP、南風原町HP
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【1-⑤】災害に強い道路網の形成

 緊急輸送道路として位置づけられた主要幹線道路、その他幹線道路等の道路構造に

ついて耐震化、無電柱化等の推進を図る。また、災害時の代替道路ネットワークの

検討、災害に強い道路ネットワーク構築を図る。

【緊急輸送道路の耐震化、無電柱化の推進】

・ 現在、本町内を通過する那覇空港自動車道、国道 329 号及び国道 507 号バイパ

ス、県道 82号線及び県道 241 号線（⻩⾦森公園線）は緊急輸送道路として位置づ

けられており、災害時の物資輸送が滞ることなく安全に通行できる空間が確保でき

るよう、関係機関と連携し、当該路線の道路構造物の耐震化、無電柱化の推進を図

る。

図-緊急輸送道路

国道 329 号

県道 82 号線

国道 507 号バイパス

県道 241 号線

（黄金森公園線）
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【代替道路ネットワークの検討】

・ 本町を通過する緊急輸送道路の一部においては、土砂災害危険箇所及び浸水地域を

通過することから、緊急輸送道路の通行が不可となった際の代替道路の検討及び対

策を行う。

・ 災害時の地域住⺠の避難路指定、また、指定避難路を中⼼とした対策について検討

する。
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【1-⑥】歩行空間及び自転車通行空間整備の推進

 誰もが歩きたくなる安全で快適な通行空間、緑陰による潤いある空間を確保した歩

行空間整備の推進を図る。

 快適に自転車での移動が可能となるよう自転車通行空間について、関係機関と連携

を図り整備を推進する。

【快適な歩行空間の推進】

・ 地域住⺠や観光客等が歩いて移動したくなる連続した緑陰空間、地域の歴史・⽂化

と連携した魅力ある歩行空間の創出等について、本町の景観まちづくりと連携し検

討する。

・ 歩道空間へのベンチ、カフェ及び露店の設置について、イベント時のみならず日常

生活においても人を中心とした活力ある空間づくりについて検討する。

図-歩行者利便増進道路制度

図-「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり

出典：国土交通省HP
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【自転車通行空間の検討】

・ 現在、沖縄県において進められている玉城那覇自転車道整備、周辺市町と連携した

自転車ネットワーク計画とし、町内のみならず、隣接市町への自転車移動を安全に

行えるよう、自転車通行空間について検討する。

図-自転車通行空間

出典：安全で安心な自転車利用環境創出ガイドライン
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【1-⑦】観光交通環境の整備

 本町内の観光資源は町内に分散しているため、観光バス、タクシー及びレンタカー

の駐車スペースを検討する。

 町内周遊を目的とした観光交通に対応した拠点について検討する。

 レンタカーでのアクセスのみならず、公共交通によるアクセス性の向上、自転車等

を用いた周遊等、さらに、観光情報発信も含め検討する。

【観光交通環境の整備】

・ 観光施設近辺へ観光バス及びタクシーの乗降場所整備及び駐車場所について検討

し、レンタカー利用者へは、駐車場の確保、中央公⺠館及び競技場駐車場からの自

転車等による周遊への転換を図る。

・ 事前にWeb等による情報発信の内容及び手法について検討する。

【1-⑧】イベント交通への対応

 町内において開催されるイベント等においては、会場周辺の交通混雑を避けるた

め、公共交通利用の推進及び臨時のシャトルバスの送迎対応について検討する。

【イベント交通への対応】

・ イベント時及びプロスポーツチームのキャンプ開催期間においては、会場への交通

集中による混雑を抑制するため、駐車場の分散化及びシャトルバスによる送迎の可

能性について検討する。

・ 広報誌等によるイベント会場へのアクセス手段の周知、また、Webによるイベン

ト当日の駐車場利用、混雑状況等の情報発信の内容及び手法について検討する。



南風原町総合交通戦略

44

第
4
章

具
体
的
な
施
策
の
展
開

4-2-2 展開方針 2（生活道路の安全性向上）

図 4-3 展開方針 2 のフローイメージ

展開方針 2の個別施策のスケジュールを下表に、また、個別施策の内容については次ページ以降

に示すものとする。

表 4-2 個別施策のスケジュール

短期 中期 長期

主要生活道路ネットワークの検討

生活道路対策エリアの設定（登録）

生活道路安全対策の検討・実施

通学路安全点検の実施（連携）

通学路の指定

町民MMによる意識改革

学校MMによる意識改革

企業MMによる意識改革

公共交通利用促進を図るイベントの実施

展開スケジュール
備考

・安全・安心な生活空間の構

築

・自家用車に偏らない移動手
段への意識改革

（検討：    実施：    継続：    ）

展
開
方
針
２

2-① 安全な歩行空間の創出

2-②
TDM（交通需要マネジメント）
の推進

個別施策

・ 本町内では、朝・夕の通勤・通学及び帰宅時間帯において、交通の集中により、幹

線道路、補助幹線道路等での交通渋滞が発生し、渋滞を避けるため地域の生活道路

への通り抜け交通が発生し、地域の生活や児童生徒の安全性が低下していることか

ら、地域の安全性の向上を図る取り組みを効果的に展開する。

・ 通学における送迎交通についても、各学校で課題としており、送迎交通の抑制を図

る取り組みもあわせて展開する。。



第 4 章 具体的な施策の展開

45

第
4
章

具
体
的
な
施
策
の
展
開

【2-①】安全な歩行空間の創出

 多様なデータを活用し、町内の事故危険箇所及び事故発生箇所等を分析、また、幹線

道路のみならず、地域や学校と連携し生活道路の安全対策、各学校区域において通学

路指定を行い、安全な歩行空間を創出する。

【主要生活道路ネットワークの検討】

・ 住⺠ワークショップにおける意見を参考に地域の実情を考慮し、本町内にある各地

域の主要生活道路ネットワークについて検討・指定を行い、道路の維持管理との連

携及び効果的な対策が行えるようにする。

【生活道路対策エリア設定（登録）】

• 国において進められている施策「ゾーン 30 プラス」との連携が図れるよう、生活道路

対策エリアを設定し、効率的・効果的に実施できるよう対策実施の工程検討もあわせ

て行う。

【生活道路安全対策の検討・実施】

• 生活道路の安全対策として、別途検討されている生活道路対策エリア、通学路の指定

を考慮し、地域、学校、交通管理者等と連携を図り、各地域に必要な対策を実施す

る。

図-生活道路安全対策（ゾーン 30プラス） 図-町内生活道路対策事例

北丘小学校地区

町内生活道路対策エリア（8 エリア）

与那覇・宮城地区

兼城地区

翔南小学校地区

南風原小学校地区

津嘉山小学校地区

山川地区

神里地区
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【通学路安全点検の実施（連携）】

• 「南風原町通学路安全プログラム」において、毎年実施している通学路の合同点検を

関係機関が連携し、危険箇所の抽出、改善策について検討する。（地域住⺠、交通管理

者等）

• 危険箇所の抽出のみならず、対策を実施した箇所の評価についても実施する。

出典：国土交通省HP

図-通学路安全プログラムイメージ

【通学路の指定】

• 学校、地域、教育委員会及び交通管理者等と連携し、各学校区域において、児童・生

徒が安全に登下校できるよう通学路の指定について検討する。
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【2-②】TDM（交通需要マネジメント）の推進

 通勤・通学、帰宅時間帯においては、自家用車に偏った移動による渋滞が発生してお

り、TDM施策の推進により、公共交通、自転車、徒歩等の様々な移動手段への分

散、企業等へは通勤時間の見直しや相乗り通勤等の推奨を図り、交通渋滞の緩和に繋

げる。なお、TDM 施策は地域、企業等との連携が重要であり、⻑期的な視点で施策

推進を図る。

【町⺠MMによる意識改革】

・ 通勤・通学、買物等の移動において、自家用車に偏らず公共交通や自転車による移動

への転換を促すため、広報誌やポスター等の作成を行う。また、住⺠との意見交換を

行う。

【学校MMによる意識改革】

・ 小中学校の登下校時間帯においては、学校周辺における送迎交通が集中し、渋滞の

みならず児童、生徒の安全性が低下している。送迎交通による危険性にあわせて、

公共交通の必要性、その他の移動手段を活用した移動手段について座学を実施し、

送迎交通の抑制や将来的な公共交通利用への転換を図る。また、児童・生徒のみな

らず、保護者及び教員を含めた移動手段についての意識改革を図る。

□ MM教育に関わる学校支援制度

出典：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団HP

□ 学校MM実施例（浦添市） □ バスの乗り方教室の実施（浦添市）

出典：わった〜バス党
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【企業MMによる意識改革】

・ 町内企業を対象として、自家用車通勤から公共交通及び自転車通勤（徒歩含む）への

転換を推進する。また、時差通勤や相乗り等の可能性も含めた検討を行う。

・ 県において取り組まれている「わった〜バス党」との連携の可能性についても検討す

る。

 党員登録企業の表彰

出典：わった〜バス党HP

【公共交通利用促進を図るイベントの実施】

・ 公共交通利用促進策として、自家

用車利用を控える期間を設ける

「カーフリーデー」の実施や、町

内イベントにあわせて公共交通利

用促進に係る PRを行う。

図-那覇市カーフリーデー

出典：那覇市HP
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4-2-3 展開方針 3（移動しやすい環境の整備）

展開方針 3における展開の流れについて、以下のフロー図にイメージを示す。

図 4-4 展開方針 3 のフローイメージ

・ 公共交通の利便性向上を図るための課題改善に向けた取り組みを効果的に展開す

る。（バス停へのアクセス、バス待ち空間）

・ バス網が脆弱な本町において、移動困難者の移動支援の手法として、持続的な運営

を視野に入れた民間事業者の既存ストック活用を検討する。

・ 新たな公共交通システム（コミュニティバス、デマンド交通等）導入については、

既存路線バスとの連携や公共交通に関する計画等を考慮し、段階的に検討する。

・ 歩行者、自転車が利用しやすい環境を構築する取り組みを効果的に展開する。
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展開方針 3の個別施策のスケジュールを下表に、また、個別施策の内容については次ページ以降

に示すものとする。

表 4-3 展開方針 3のスケジュール

短期 中期 長期

サイクルステーションの導入

自転車活用推進計画の策定

自転車ネットワーク計画の策定

サイクリングイベントの実施

バス通学の促進

バス待ち空間の整備

駐輪場の整備

民間事業者と連携したバス待ち空間

地域公共交通計画の策定

新たな公共交通導入の検討

支線公共交通の検討

移動支援の手法の検討

民間と連携した移動支援の検討

交通結節点整備の検討

パークアンドライド（P&R）の実施

高速バスルートの誘導

3-⑤
多様な交通モードによる地域
回遊性向上

個別施策 展開スケジュール
備考

（検討：    実施：    継続：    ）

展
開
方
針
３

3-① 自転車活用の推進

・バス停からの端末、施設間
移動等の短中距離移動
・自転車利用環境の創出
・自転車利用の推進
・公共交通へのアクセス性向
上

3-② バス利用環境の創出

・バス事業者、商業施設及び
道路管理者と連携を図った
バス待ち空間づくりによるバ
ス利用促進
・バス停までのアクセス性向
上

3-③
新たな公共交通システムの導
入

・公共交通の役割を明確化
し、移動しやすい環境を構築
・移動困難者への移動支援
・中北部、空港等の広域移
動の向上

3-④ 交通結節点の整備

結節点整備により、広域移
動、地域内及び地域内施設
移動の向上、また、防災機
能拠点、滞留空間を確保

多様な交通モード導入の検討
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【3-①】自転車活用の推進

 本町内はバス路線が脆弱であり、短中距離移動においても自家用車を利用しているこ

とから、自転車を活用した効率的な移動について検討する。

 自転車活用を図るため、自転車利用の環境整備について検討する。

【サイクルステーションの導入】

・ 地域内の公共施設、バス停へのアクセス性向上のため、隣接市町の連携を図る。

・ 短中距離移動に適した自転車の利用促進を図るため、⺠間事業者と連携し、町内の公

共施設等へサイクルステーションの導入を行う。

【自転車活用推進計画の策定】

・ 日常生活の移動において自転車が重要な位置づけとなり、安全に利用できる環境づく

りを進めるため、自転車活用推進計画の策定に向けた検討を行う。

【自転車ネットワーク計画の策定】

・ 本町内の拠点や主要施設をつなぐ自転車ネットワーク及び広域的な自転車ネットワー

クを構築するため、隣接市町との連携も含めた検討を行う。

・ 自転車ネットワーク計画の検討においては、各地域の歴史・文化を繋ぐサイクリング

モデルルートについても検討する。
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【サイクリングイベントの実施】

・ 幅広い年齢層が安全に自転車を利用できるよう自転車の乗り方教室の実施や、町内地

域を周遊するサイクリングイベント等を実施し、自転車利用の促進を図る。
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【3-②】バス利用環境の創出

 本町内にあるほとんどのバス停では、上屋が整備されておらず、また、自宅からバス停ま

での移動についての課題が挙げられている。バスの利用促進を図るため、バス待ち空間の

整備、バス停へのアクセス性向上に向けた検討を行う。

 学生等のバス通学支援として、運賃補助等の可能性について調査を行う。

【バス通学の促進】

• 自家用車による送迎から、バス通学への転換を図るため、学生等へのバス通学支援として

運賃補助等の可能性について調査を行う。

【バス待ち空間の整備】

• バス事業者や道路管理者と連携を図り、既存バス停へ上屋、ベンチ、時刻表等の整備を行

い、バスが利用しやすい環境整備を図る。

• バス待ち空間の整備の検討においては、道路及び周辺の状況、また、バス利用状況なども

考慮した上で実施する。
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【⺠間事業者と連携したバス待ち空間】

• 既存バス停に隣接した商業施設に対し、バス待ち空間をイートインスペース等としての活

用の可能性について調整を行う。

• 施設内（役場内含む）のバス待ち空間にはバス運行情報の提供を目的としたデジタルサイ

ネージ等の設置について検討する。

出典：関東運輸局HP、京都市交通局HP

【駐輪場の整備】

• バス停へのアクセス性向上のため、バス停近くへの駐輪場整備の可能性について関係機関

と調整、検討を行い、バス利用促進を図る。
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【3-③】新たな公共交通システムの導入

 本町内は国道 329 号、国道 507 号及び県道の一部のみ路線バスが運行し、その他の地

域では公共交通利用の不便地域が広がっていることから、公共交通不便地域の移動手

段、地域内及び地域内外移動について検討する。

 地域や企業等と連携した持続的な運行手法について検討する。

【地域公共交通計画の策定、新たな公共交通導入の検討、支線公共交通の検討】

• 「地域公共交通計画」の策定に向けて関係機関と連携を図るものとし、現在、沖縄県に

おいて検討されている地域公共交通計画と密に連携を図り、広域移動及び地域内移動な

どの機能分担を明確にし、バス網再編の可能性について検討する。

• 本町を通過する東⻄軸、南北軸の幹線道路等において、広域移動を定時・速達性を向上

を図るための新たな公共交通の導入の可能性について検討する。

• 本町内は幹線道路を除く、多くの地域で公共交通利用の不便地域が広がっている。また、

地域内での公共交通移動も困難な状況であり、町外の広域移動の路線バスと、地域移動

を結ぶ支線公共交通として、コミュニティバスまたは、デマンド交通の導入に向けた検

討、実証実験等を実施する。

LRT コミュニティバス デマンド交通

図-新たな公共交通システム

【移動支援の⼿法の検討、⺠間と連携した移動支援の検討】

• 地域公共交通計画の検討とあわせて、短距離移動が困難な高齢者等へのタクシーチケッ

トの検討、また、地域バス等の様々なニーズに対する移動支援の手法について検討する。

• 現在、本町内の企業が運行している商業施設への送迎バスについて、運行事業者へヒア

リングを行い、送迎バスと連携した地域移動支援の可能性について検討する。
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【3-④】交通結節点の整備

 地域住⺠の広域的な移動を円滑に⾏えるよう交通結節点整備について検討する。

【交通結節点整備の検討】

• 地域住⺠の広域的な移動を円滑に⾏えるよう交通結節点整備について検討する。

• 公共交通相互や自家用車等との乗り継ぎ機能、観光や物産販売所等を整備することに

よる交流機能、防災機能整備等の多様な機能を有する施設について検討する。

広域交通結節点イメージ 道の駅施設配置イメージ

出典：道の駅 みそぎの郷 きこないHP

図-広域交通結節点イメージ

結節点の種類 箇所 概要

広域交通結節点 南風原北 IC

《選定理由》

• 沖縄県中南部都市圏都市交通マスタープランにお

いて、「サブ交通結節点」として位置づけられてい

る。南風原北 IC 周辺の土地利用と広域、地域内移

動の結節を考慮し選定

《交通結節機能》

• 新たな公共交通、高速バス、路線バス、支線公共

交通、タクシー、自家用車、自転車、多様な交通

モード、レンタカー等との結節

《コンセプト》

• 広域交通結節点は、那覇空港から大型 MICE や、東

海岸サンライズベルト構想との連携を視野に入

れ、当該結節点からの本島中北部方面や那覇空港

への広域移動、また、町内や周辺市町村への周遊

観光の拠点、さらに、まちづくりと一体となった

交通結節点（交通広場）を検討
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図-サブ結節点イメージ 図-地域結節点イメージ

結節点の種類 箇所 概要

サブ

結節点

兼城十字路

南風原南 IC

南部東道路 IC（仮

称）

《選定理由》

• 本町の中心である都市拠点、また、南風原南 IC及

び南部東道路 IC（仮称）の周辺土地利用との広

域、地域内移動の結節を考慮し選定

《交通結節機能》

• 新たな公共交通、高速バス、路線バス、支線公共

交通、自転車との結節

《コンセプト》

• サブ結節点は、町内から南部地域及び中北部方面

への広域移動を視野に入れた交通結節点

• 高速バスとの連携においては、バスの速達性を考

慮したバスベイ整備等
• ロングバスベイにおいては、公共施設や商業施設、ま

ちづくりと連携したバス待ち空間整備を検討

地域交通

結節点

南風原町役場

津嘉山

新川

《選定理由》

• 本町の中心である都市拠点、副次都市拠点及び隣

接市が検討する公共交通との連携を考慮し決定

《交通結節機能》

• 路線バス、支線公共交通、自転車との結節

《コンセプト》

• 地域結節点は、町内移動及び隣接市町へのアクセ

スを考慮した交通結節点

• 町内や隣接市町との連携が図れる拠点を位置づ

け、ロングバスベイにおいては、公共施設や商業施

設、まちづくりと連携したバス待ち空間整備を検討

その他バス停 ― • 既存のバス停
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【パークアンドライド（P&R）の検討】

 バス停へのアクセス性向上を図るため、バス停に近接する公共用地などへ駐車場を整

備し、自家用車からバスへの転換を促し、町内外移動において自家用車利用の抑制を

図る。また、本町内の結節点整備と合わせた駐車場整備の可能性についても検討す

る。

イオンモール沖縄ライカム てだこ浦⻄駅

出典：てだこ浦⻄駅パークアンドライド駐⾞場

⼩禄駅・安⾥駅パークアンドライド駐⾞場   ➀牧港交差点   ②安謝高架下 

出典：沖縄県HP

図-県内パークアンドライド事例

➀牧港交差点

②安謝高架下
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【高速バスルートの誘導】

• 本町内に位置する南風原北 IC、南 ICは那覇空港⾃動⾞道に接続し、空港〜北部地域

へのアクセス性が高く、南部東道路の接続により、南部地域とのアクセス性も向上す

る。また、南風原北 ICは国道 329 号（バイパス）へも接続しており、地域住⺠の広

域移動、北部地域と南部地域を接続する観光の拠点となる可能性があることから、高

速バスルートを那覇空港自動車道へ誘導し、南風原北 IC、南 ICとの連携強化を図る

ため、関係機関との調整を行う。

図-公共交通ネットワーク図（南風原町交通基本計画）
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【3-⑤】多様な交通モード導入の検討

 地域の回遊性向上を図るため、交通結節点と連携した多様な交通モード導入の可能性

について検討する。

【多様な交通モード】

• 町内の回遊性向上を図るため、交通結節点と連携した多様な交通モード（電動キック

ボード、小型モビリティ、グリーンスローモビリティ）の導入について検討する。

出典：国土交通省HP

図-小型モビリティ
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4-3 施策パッケージの設定

4-3-1 パッケージの地域区分

前述に示した個別の実施施策について、今後の展開において実施施策が連携することで、効果

的・効率的に推進が図れるものと考えられる。

本総合交通戦略においては、「南風原町都市計画マスタープラン」において示されている地域

区分毎に施策パッケージを行うものとする。

地域区分は、下図に示す「北部地域」、「中央北地域」、「中央南地域」、「南部地域」の 4地域に

区分する。

図 4-5 地域区分

【北部地域】

北側に位置する新川、大名、宮城

を中心に、都市的土地利用と自然

的土地利用が図られている地域

を北部地域として設定

【中央北地域】

中央部に位置する兼城、宮平、与

那覇を中心に、行政、学校、企業

等の多様な都市機能が集積する

地域を中央北地域として設定

【中央南地域】

中央部に位置する津嘉山、本部、

照屋、喜屋武を中心に、副次都市

拠点及び歴史・文化拠点として土

地利用が図られている地域を中

央南地域として設定

【南部地域】

南側に位置する山川と神里を中

心に、田園風景が広がる地域を南

部地域として設定

地域区分の考え方
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■全体施策

備考

短期 中期 長期

1-① ・計画的な道路整備の推進

南風原・与那原バイパス整備の推進

南部東道路、県道241号線(黄金森公園線)、
国道507号整備の推進
町道10号線、津嘉山中央線、津嘉山西線、
本部公園線整備の推進

主要渋滞交差点の対策推進

町内主要渋滞交差点の対策検討・実施

道路維持管理プログラムの検討・策定

地域と連携した維持管理

緊急輸送道路の耐震化、無電柱化の推進

代替道路ネットワークの検討

快適な歩行空間の推進

自転車通行空間の検討

1-⑦ ・周遊観光の促進、レンタカー流入の抑制

1-⑧ ・公共交通利用の推進、混雑緩和

主要生活道路ネットワークの検討

生活道路対策エリアの設定（登録）

生活道路安全対策の検討・実施

通学路安全点検の実施（連携）

通学路の指定

町民MMによる意識改革

学校MMによる意識改革

企業MMによる意識改革

公共交通利用促進を図るイベントの実施

サイクルステーションの導入

自転車活用推進計画の策定

自転車ネットワーク計画の策定

サイクリングイベントの実施

バス通学の促進

バス待ち空間の整備

駐輪場の整備

民間事業者と連携したバス待ち空間

地域公共交通計画の策定

新たな公共交通導入の検討

支線公共交通の検討

移動支援の手法の検討

民間と連携した移動支援の検討

交通結節点整備の検討

パークアンドライド（P&R）の実施

高速バスルートの誘導

3-⑤ 多様な交通モードによる地域回遊性向上

3-④ 交通結節点の整備
結節点整備により、広域移動、地域内及び地域内施設移
動の向上、また、防災機能拠点、滞留空間を確保

多様な交通モード導入の検討

展
開
方
針
３

3-① 自転車活用の推進

・バス停からの端末、施設間移動等の短中距離移動
・自転車利用環境の創出
・自転車利用の推進
・公共交通へのアクセス性向上

3-② バス利用環境の創出
・バス事業者、商業施設及び道路管理者と連携を図った
バス待ち空間づくりによるバス利用促進
・バス停までのアクセス性向上

3-③ 新たな公共交通システムの導入
・公共交通の役割を明確化し、移動しやすい環境を構築
・移動困難者への移動支援
・中北部、空港等の広域移動の向上

展
開
方
針
２

2-① 安全な歩行空間の創出 ・安全・安心な生活空間の構築

2-②
TDM（交通需要マネジメント）の
推進

・自家用車に偏らない移動手段への意識改革

・災害時の道路網強化
・避難ルートの確保

1-⑥
歩行空間及び自転車通行空間
整備の推進

・自家用車に偏らない移動手段への転換

イベント交通への対応

・交通の円滑化、通過交通の抑制 等

1-③ 渋滞交差点の改良 ・渋滞緩和・交通の円滑化 等

1-④ 道路維持管理プログラムの策定
・計画的な道路維持管理
・関連団体との連携

展開スケジュール

（検討：    実施：    継続：    ）

展
開
方
針
１

道路整備プログラムの策定

1-②
幹線、補助幹線、生活道路の整
備

1-⑤

個別施策

観光交通環境の整備

災害に強い道路網の形成

前述において、効率的・効果的に施策を進めるためのパッケージ化を行うものとしたが、本町全体を

対象とした施策については、地域区分別のパッケージとは分けて展開を図るものとする。

以下に、個別に進めていく施策を示す。
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北丘小

首里駅

南風原小､中

津嘉山小

南星中

翔南小
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■北部地域における施策

【地域の課題】

• 当該地域の地形は、高低差が激しく徒歩や自転車での移動が困難な地域であり、通勤・通学にお

いては送迎交通が多い。

• 首里方面へ抜ける那覇糸満線、南風原バイパス及び県道 241号線が合流し、一部の合流箇所は主

要渋滞交差点として位置づけられ、朝・夕の通勤・通学時間帯において幹線道路も含め渋滞が激

しい地域となっている。また、渋滞を避けるため一部の生活道路へ通り抜け交通が流入し地域の

安全性が低下している。

• 当該地域には、那覇市内線の営業所が位置しており那覇市方面へのアクセス性は高いが、本町内

へのバス路線は通っておらず、地域との連携が不便であり、また、公共交通不便地域も広がって

いる。

【施策の実施方針】

• 本総合交通戦略において、幹線道路、補助幹線道路の整備及び主要渋滞交差点対策の推進を図

る。

• 那覇市内線のバス営業所と連携を図り、那覇市及び本町内へのアクセス性向上を図る。

• 通り抜け交通への通過交通抑制対策を実施。

• 通学時の送迎、通勤・買物移動時の自家用車の利用について、徒歩通学や公共交通利用への転換

を図る。

【施策のパッケージ】

《個別施策：1-②､③ 》南風原バイパス、町道 10号線整備及び主要渋滞交差点への対策を推進

《個別施策：2-①､② 》生活道路の安全対策、過度な自家用車利用に頼らない交通行動の素地づくり

《個別施策：3-① 》短中距離移動を支援するサイクルステーションの導入

《個別施策：3-②、④》市内線営業所と連携した地域交通結節点の整備及びバス利用環境の創出

《個別施策：3-③ 》モノレール首里駅や本町の他地域との連携（国道 329 号路線バス）を図るため

支援公共交通整備

検討・調整： 実施： 継続：

個別施策

展開スケジュール

備考短期
（約 5 年）

中期
（約 10 年）

長期
（約 20 年）

1-② 幹線、補助幹線、生活道路の整備 南風原 BP、町道

1-③ 渋滞交差点の改良

2-① 安全な歩行空間の創出

2-②
TDM（交通需要マネジメント）の

推進
学校 MM

3-① 自転車活用の推進
サイクルステー

ション

3-② バス利用環境の創出

3-③ 新たな公共交通システムの導入

3-④ 交通結節点の整備
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：支線公共交通

（コミュニティバス、デマンド交通）

北丘小

首里駅

：路線バスルート

：広域交通・交流結節点 ：サブ結節点 ：地域結節点

：サイクル拠点 ：インターチェンジ ：学校

：北部地域 ：生活道路対策

：学校MM

：新たな公共交通

（LRT､BRT、基幹バス、モノレール）

：路線整備 ：高速バス

：サイクルステーションの連携

：渋滞交差点

：路線整備（一部整備）

④

：町役場

南風原小､中

町役場
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【地域の課題】

• 当該地域は、地域の中心を幹線道路である国道 329号が横断している。沿線地域は人口が集中し

ている地域となっており、商業施設が多く立地している。

• 国道 329 号は、本島の東海岸側（⻄原町、与那原町、南城市）と那覇市を結ぶ幹線道路となって

いる。また、南風原北 ICも接続しており、交通量が多く朝・夕の通勤・通学時間帯、商業施設出

入りにより渋滞が発生している。

• 幹線道路の渋滞を避けるため、生活道路への通り抜け交通の流入、通学時の送迎交通等による地

域内の安全性が低下している。

• 当該地域は、国道 329号の路線バスは充実しており、那覇市へのアクセス性は高いものの、沿道

から離れた地域では公共交通不便地域が広がっている。

【施策の実施方針】

• 本総合交通戦略において、その他渋滞交差点等の対策の推進を図る。

• 通学時の送迎、通勤・買物移動時の自家用車の利用について、徒歩通学や公共交通利用への転換

を図る。

• 短中距離移動を支援するサイクルステーションの導入。

• 那覇市内線のバス営業所と連携を図り、那覇市及び本町内へのアクセス性向上を図る。

• 通り抜け交通への通過交通抑制対策を実施。

• 広域交通を支える公共交通ネットワークの構築及び地域との連携を図る結節点の整備。

【施策のパッケージ】

《個別施策：1-③ 》幹線道路におけるボトルネック交差点、町道渋滞交差点においての対策検討・

実施

《個別施策：2-①、②》生活道路の安全対策、過度な自家用車利用に頼らない交通行動の素地づくり

《個別施策：3-① 》短中距離移動を支援するサイクルステーションの導入

《個別施策：3-② 》バス利用促進策としてバス利用環境の創出

《個別施策：3-③ 》公共交通の役割を明確化（支線公共交通、基幹バス）

《個別施策：3-④、⑤》広域移動を円滑に行えるよう広域交通結節点の整備に向けた検討

検討・調整： 実施： 継続：

個別施策

展開スケジュール

備考短期
（約 5 年）

中期
（約 10 年）

長期
（約 20 年）

1-③ 渋滞交差点の改良 施設出入、町道等

2-① 安全な歩行空間の創出

2-② TDM（交通需要マネジメント）の推進 学校・企業 MM

3-① 自転車活用の推進

3-② バス利用環境の創出

3-③ 新たな公共交通システムの導入

3-④ 交通結節点の整備

3-⑤ 多様な交通モード

■中央北地域における施策
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北丘小

3-④：交通結節点

1-③：ボトルネック対策等

1-③：ボトルネック対策等
南風原小､中

町役場

：支線公共交通

（コミュニティバス、デマンド交通）

：路線バスルート

：広域交通・交流結節点 ：サブ結節点 ：地域結節点

：サイクル拠点 ：インターチェンジ ：学校

：中央北地域 ：生活道路対策

：学校MM

：新たな公共交通

（LRT､BRT、基幹バス、モノレール）

：路線整備 ：高速バス

：サイクルステーションの連携

：渋滞交差点

：路線整備（一部整備）

：町役場
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■中央南地域

【地域の課題】

• 当該地域は、地域の中心を幹線道路である国道 507号及び国道 507号バイパスが横断しており、

国道 507号バイパスにおいては、現在、津嘉山北地区区画整理事業が進められ、当該路線の沿線

には商業施設が多く立地し、周辺ではマンション等の建設も進み人口が増加している。

• 国道 507号及び国道 507号バイパスは、本島の南部方面（八重瀬町、糸満市）と那覇市を結ぶ幹

線道路となっており、また、南風原南 ICも接続しており、交通量が多く朝・夕の通勤・通学時間

帯に渋滞が発生している。

• 幹線道路の渋滞を避けるため、生活道路への通り抜け交通の流入、通学時の送迎交通等による地

域内の安全性が低下している。

• 当該地域は、国道 507号の路線バスは充実しており、那覇市へのアクセス性は高いものの、沿道

から離れた地域では公共交通不便地域が広がっている。

【施策の実施方針】

• 本総合交通戦略において、幹線道路の整備及びその他渋滞交差点の対策の推進を図る。

• 通学時の送迎、通勤・買物移動時の自家用車の利用について、徒歩通学や公共交通利用への転換

を図る。

• 短中距離移動を支援するサイクルステーションの導入。

• 那覇市内線の営業所と連携を図り、那覇市及び本町内へのアクセス性向上を図る。

• 通り抜け交通への対応策を実施。

• •域交通を支える公共交通ネットワークの構築及び地域との連携を図る結節点の整備。

【施策のパッケージ】

《個別施策：1-②、③》県道 241 号線（⻩⾦森公園線）の整備及び主要渋滞交差点への対策を推進

《個別施策：2-①、②》生活道路の安全対策、過度な自家用車利用に頼らない交通行動の素地づくり

《個別施策：3-① 》短中距離移動を支援するサイクルステーションの導入

《個別施策：3-② 》バス利用促進策としてバス利用環境の創出

《個別施策：3-③ 》公共交通の役割を明確化（支線公共交通、基幹バス）

《個別施策：3-④ 》地域内及び隣接市町への移動を円滑に行えるよう交通結節点の整備に向けた検討

検討・調整： 実施： 継続：

個別施策

展開スケジュール

備考短期
（約 5 年）

中期
（約 10 年）

長期
（約 20 年）

1-② 幹線、補助幹線、生活道路の整備
県道 241 号線(黄

金森公園線)

1-③ 渋滞交差点の改良
施設出入り、町

道等

2-① 安全な歩行空間の創出

2-② TDM（交通需要マネジメント）の推進 学校・企業 MM

3-① 自転車活用の推進

3-② バス利用環境の創出

3-③ 新たな公共交通システムの導入

3-④ 交通結節点の整備



第 4 章 具体的な施策の展開

69

第
4
章

具
体
的
な
施
策
の
展
開

津嘉山小 翔南小

南風原小､中

町役場

南星中

：支線公共交通

（コミュニティバス、デマンド交通）

：路線バスルート

：広域交通・交流結節点 ：サブ結節点 ：地域結節点

：サイクル拠点 ：インターチェンジ ：学校

：中央南地域 ：生活道路対策

：学校MM

：新たな公共交通

（LRT､BRT、基幹バス、モノレール）

：路線整備 ：高速バス

：サイクルステーションの連携

：渋滞交差点

：路線整備（一部整備）

：町役場
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■南部地域

【地域の課題】

• 当該地域は、地域の中心を幹線道路である国道 507号バイパスが縦断し、また、当該地域の北側

には国道 507号バイパスと那覇空港自動車道が交差（南風原南 IC）している。

• 南風原南 ICは、本島の中北部地域と南部方面（八重瀬町、糸満市）を結ぶ要衝となり、また、国

道 507号バイパスも本島南部方面（八重瀬町、糸満市）と那覇を結ぶ幹線道路であることから、

朝・夕の通勤・通学時間帯において渋滞が発生している。

• 幹線道路の渋滞を避けるため、生活道路への通り抜け交通の流入、通学時の送迎交通等による地

域内の安全性が低下している。

• 当該地域は、路線バスの運行は一部の県道と国道のみを通過し、運行本数及びバス停数が少ない

ことから、公共交通の利便性は低く、公共交通不便地域が広がっている。

【施策の実施方針】

• 本総合交通戦略において、幹線道路の整備及びその他渋滞交差点の対策の推進を図る。

• 通学時の送迎、通勤・買物移動時の自家用車の利用について、徒歩通学や公共交通利用への転換

を図る。

• 短中距離移動を支援するサイクルステーションの導入。

• 那覇市内線の営業所と連携を図り、那覇市及び本町内へのアクセス性向上を図る。

• 通り抜け交通への対応策を実施。

• 広域交通を支える公共交通ネットワークの構築及び地域との連携を図る結節点の整備。

【施策のパッケージ】

《個別施策：1-②、③》県道 241 号線（⻩⾦森公園線）の整備及び主要渋滞交差点への対策を推進

《個別施策：2-①、②》生活道路の安全対策、過度な自家用車利用に頼らない交通行動の素地づくり

《個別施策：3-① 》短中距離移動を支援するサイクルステーションの導入

《個別施策：3-② 》バス利用促進策としてバス利用環境の創出

《個別施策：3-③ 》公共交通の役割を明確化（支線公共交通、基幹バス）

《個別施策：3-④ 》地域内及び隣接市町への移動を円滑に行えるよう交通結節点の整備に向けた検討

検討・調整： 実施： 継続：

個別施策

展開スケジュール

備考短期
（約 5 年）

中期
（約 10 年）

長期
（約 20 年）

1-②
幹線、補助幹線、生活道路の整

備
県道 241 号線(黄

金森公園線)

1-③ 渋滞交差点の改良
施設出入り、町

道等

2-① 安全な歩行空間の創出

2-②
TDM（交通需要マネジメント）

の推進
学校・企業 MM

3-① 自転車活用の推進

3-② バス利用環境の創出

3-③ 新たな公共交通システムの導入

3-④ 交通結節点の整備
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津嘉山小
翔南小

南風原小､中

町役場

南星中

那覇空港自動車道

：支線公共交通

（コミュニティバス、デマンド交通）

：路線バスルート

：広域交通・交流結節点 ：サブ結節点 ：地域結節点

：サイクル拠点 ：インターチェンジ ：学校

：南部地域 ：生活道路対策

：学校MM

：新たな公共交通

（LRT､BRT、基幹バス、モノレール）

：路線整備 ：高速バス

：サイクルステーションの連携

：渋滞交差点

：路線整備（一部整備）

：町役場





第 5 章 具体的な施策の展開

73

第
5
章

総
合
交
通
戦
略
の
展
開

第5章 南風原町総合交通戦略の展開

5-1 目標値の設定

本総合交通戦略の個別施策が効果を発しているか確認し、計画の達成状況を評価する為、指

標を設定した。

なお、本総合交通戦略は、短期 5年から中期 10年の目標計画であることから、指標は「南

風原町交通基本計画」において設定した指標を用いるものとする。

なお、一部項目にあたっては、個別施策を展開する際に設定する。

表 5-1 指標及び目標値

展開方針 指標 目的
現状値

（R05）

目標値

（R14）
把握方法

基本方針 1

体系的な道路

ネットワーク

主要渋滞

交差点

主要渋滞交差点の早期改善を

図るため目標値として設定

（沖縄地方渋滞対策推進協議

会の指定箇所）

0／2

箇所

2／2

箇所

整備実績

（対策箇所／

渋滞交差点数）

町内主要

渋滞交差点

町内の交通問題箇所の検討・

対策の推進を図る目的として

設定（町民意見、交通量調査

等により設定）

0／5

箇所

3／5

箇所

整備実績

（対策箇所／

渋滞交差点数）

道路網の整備

計画道路の整備推進を図るた

めに目標値を設置

（都市計画道路、町計画道路

事業により設定）

整備率

66.2％
75％ 整備実績

基本方針 2

公共交通の利

用促進

生活道路

安全対策区域

生活道路の危険箇所を抽出

し、危険箇所への対策を目的

として設定（警察庁事故デー

タ、民間プローブデータ、

ETC2.0 の活用を想定）

0／8

区域

4／8

区域

整備実績

（対策区域／

指定区域）

基本方針 3

安全・安心な

交通環境の創

出

サイクル

ステーションの

設置箇所

自転車利用促進を図るため、

サイクルステーション設置箇

所数を目標値として設定

0 箇所 10 箇所
運営事業者より

把握

バス待ち

空間整備

公共交通利用促進を図るため

目標値を設定
0 箇所 整備の推進 整備実績

公共交通

利用率

(バス、

モノレール)

公共交通利用促進による効果

把握するための目標値として

設定（住民アンケート、パー

ソントリップ調査結果の活用

を想定）

R3.住民

アンケート

：8％

(H18PT：

3.5%)

9.1％ 住民アンケート
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5-2 推進体制の構築

(1) 組織づくり

本町における望ましい交通体系の構築を着実に推進していくため、町民等、交通事業者等、

行政等が、それぞれの役割分担・責任を認識し、連携・協働して課題に取り組むことが重要

である。

また、行政内部においても各部局の横断的な協力体制、国、県及び隣接市町（那覇市、豊見

城市、南城市、西原町、与那原町、八重瀬町）と連携し、計画の推進体制を図る。

(2) 協働体制

南風原町交通基本計画に基づく各施策を推進していくためには、町民や地域の積極的な取り

組みが必要不可欠である。交通に関連する情報や資料等の発信、状況に応じたバックアップ

等の協働体制を構築する。

また、住民等がまちづくりに参加しやすい環境づくりや、人材育成などが重要となり、住民

意見交換会、学校教育の現場において、交通に関する出前講座等を実施し、交通によるまち

づくりを推進する環境づくりを行う。

図 5-1 施策の組織イメージ

教育・連携・協働による

計画の推進

町民等

（町民、地域、

学校、企業、

関係団体 等）

交通事業者等

（バス、タクシー、

モノレール 等）

行政等

（南風原町、国、県、

隣接市町、

交通管理者 等）

交通サービスの提供

ニーズ把握

サービス・情報提供・教育

ニーズ把握

活動支援

施策の調整・検討

【役割】

・公共交通サービス情報の提供

・利用状況データ等の提供

・計画推進に向けた意見交換

・利便性向上に向けた対応 等

【役割】

・関係機関調整、計画の推進

・現状把握、データ分析

・施策の推進、効果検証

・地域との連携（情報共有） 等

【役割】

・関係者間の連携

・調査、ヒアリング等への協力

・計画（住⺠ワークショップ等）への積極的な参加 等
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5-3 評価・改善の仕組み

本総合交通戦略は概ね 10年計画となっており、5年毎にモニタリングを行い、段階的に施

策を展開していくとともに、近年では自動車に関連した技術や、新しい移動手段の技術革新

が進み、南風原町交通基本計画の策定時とは異なる課題、対策手法等の発生も想定されるた

め、社会情勢の変化に合わせ柔軟に計画の見直しも行っていく。

その為、本総合交通戦略においては、PDCA サイクルを用いた計画の進行管理、評価、検証

を行い、着実に施策の推進を図る。

短期施策 中期施策

令和 4 年度

（2022 年）

令和 5 年度

（2023 年）

令和 6 年度

（2024 年）

令和 7 年度

（2025 年）

令和 8 年度

（2026 年）

令和 9 年度

（2027 年）

令和 10 年～

（2028 年）

図 5-2 施策の推進イメージ

Plan(計画)

 南風原町総合交通戦略の立案

 総合交通戦略の見直し

（5年毎に実施）

Check（評価）

 各施策の達成状況確認・評価

Do（実施）

 個別施策の実施

Action（改善）

 施策内容の改善・見直し

 推進体制の改善・見直し

Plan：計画

Do：実施

Check：評価

Action：改善

Plan：計画
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1.南風原町総合交通戦略 施策内容及び推進体制（案）
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【南風原町総合交通戦略】10 年間の施策内容及び推進体制（案）

備考

短期 中期 長期 総務 企画 税務 住民 会計 こども 国保 保健 まち 都市 区画 産業 教育 学校＊ 生涯 バス タク 警察 学校＊ 自治会

1-① ○ ○ ◎ ○ ○ ・計画的な道路整備の推進

南風原・与那原バイパス整備の推進 ◎ ○

南部東道路、県道241号線(黄金森公園線)、
国道507号整備の推進

◎ ○

町道10号線、津嘉山中央線、津嘉山西線、
本部公園線整備の推進

○ ◎ ◎

主要渋滞交差点の対策推進 ○ ◎

町内主要渋滞交差点の対策検討・実施 ○ ○ ◎ ◎

道路維持管理プログラムの検討・策定 ○ ◎

地域と連携した維持管理 ○ ◎ ○

緊急輸送道路の耐震化、無電柱化の推進 ◎ ◎ ◎ ○ ◎

代替道路ネットワークの検討 ◎ ◎ ◎ ○ ◎

快適な歩行空間の推進 ○ ○ ◎ ○ ○

自転車通行空間の検討 ◎ ◎ ◎ ◎

1-⑦ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ・周遊観光の促進、レンタカー流入の抑制

1-⑧ ○ ○ ◎ ・公共交通利用の推進、混雑緩和

主要生活道路ネットワークの検討 ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

生活道路対策エリアの設定（登録） ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

生活道路安全対策の検討・実施 ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

通学路安全点検の実施（連携） ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○

通学路の指定 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

町民MMによる意識改革 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○

学校MMによる意識改革 ○ ○ ◎ ◎ ◎

企業MMによる意識改革 ○ ○ ○ ◎ ◎

公共交通利用促進を図るイベントの実施 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

サイクルステーションの導入 ◎ ○ ○

自転車活用推進計画の策定 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

自転車ネットワーク計画の策定 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

サイクリングイベントの実施 ○ ◎

バス通学の促進 ○ ○ ○ ○ ◎ ○

バス待ち空間の整備 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

駐輪場の整備 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

民間事業者と連携したバス待ち空間 ◎ ○

地域公共交通計画の策定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新たな公共交通導入の検討 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

支線公共交通の検討 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

移動支援の手法の検討 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

民間と連携した移動支援の検討 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

交通結節点整備の検討 ○ ○ ○ ○ ◎

パークアンドライド（P&R）の実施 ◎

高速バスルートの誘導 ◎ ○

3-⑤ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 多様な交通モードによる地域回遊性向上

＊南風原町教育委員会『学校』：学校教育課    ＊その他『学校』：町立小学校、中学校

3-④ 交通結節点の整備
結節点整備により、広域移動、地域内及び地域内施設移
動の向上、また、防災機能拠点、滞留空間を確保

多様な交通モード導入の検討

展
開
方
針
３

3-① 自転車活用の推進

・バス停からの端末、施設間移動等の短中距離移動
・自転車利用環境の創出
・自転車利用の推進
・公共交通へのアクセス性向上

3-② バス利用環境の創出
・バス事業者、商業施設及び道路管理者と連携を図った
バス待ち空間づくりによるバス利用促進
・バス停までのアクセス性向上

3-③ 新たな公共交通システムの導入
・公共交通の役割を明確化し、移動しやすい環境を構築
・移動困難者への移動支援
・中北部、空港等の広域移動の向上

展
開
方
針
２

2-① 安全な歩行空間の創出

展
開
方
針
１

道路整備プログラムの策定

1-②
幹線、補助幹線、生活道路の整
備

・安全・安心な生活空間の構築

2-②
TDM（交通需要マネジメント）の
推進

・自家用車に偏らない移動手段への意識改革

・計画的な道路維持管理
・関連団体との連携

1-⑤ 災害に強い道路網の形成
・災害時の道路網強化
・避難ルートの確保

1-⑥
歩行空間及び自転車通行空間
整備の推進

・自家用車に偏らない移動手段への転換

観光交通環境の整備

イベント交通への対応

・交通の円滑化、通過交通の抑制 等

1-③ 渋滞交差点の改良 ・渋滞緩和・交通の円滑化 等

1-④ 道路維持管理プログラムの策定

事業者 その他
教育委員会県

南風原町

（検討：    実施：    継続：    ）

個別施策 展開スケジュール
国

■推進体制（◎：主体 ◯：関係機関）





付属資料

83

付
属
資
料

2.目標設定の根拠
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■主要渋滞交差点

 本総合交通戦略の計画年（約 10 年間）での当該 2 交差点への渋滞対策について関係機関と

調整を行い対策の推進を図る。

■沖縄県渋滞対策協議会

町内に位置する主要渋滞交差点（南風原南 IC、津嘉山）においては、現在、検討中または、

未検討・再検討として位置づけられている。

■沖縄県道路整備プログラム

沖縄県道路整備プログラムにおいて、ボトルネック交差点への対応は、後期（2023〜2027）

においても継続される。

：対象箇所
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■町道主要渋滞交差点

 町道に関連する主要渋滞交差点については、現在、進められている道路整備（町道 10 号線）

及び道路拡幅の検討中となる道路（町道 16 号線及び町道 23 号線）にあわせて、3 交差点の対

策を実施するものとする。

■道路整備と合わせた交差点対策の実施

【町道 10 号線】

• 町道 10号線は、県道 240 号線との交差箇所において、朝・夕ピーク時の渋滞により走行

性が低下している。現在は、町道 10号線の道路整備が進められており、当該道路整備と

あわせて、県道 240 号線の交差箇所においては、右折帯整備の検討を行い、道路の円滑性

向上を図る。

【町道 16 号線及び町道 23 号線】

• 町道 16号線及び町道 23号線は、国道 329 号へ接続し地域利用による交通量が多い道路と

なっている。しかし、朝・夕ピーク時の渋滞から、国道へのアクセス性が低下しており、

信号サイクル及び右折帯整備等による対策の検討を行い、アクセス性、円滑性の向上を図

る。
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■道路網の整備

本町内における道路網整備については、現在、進められている整備事業も含め、今後 10 年間に幹線

街路の整備延長を 2.5ｋｍ（整備率 75％）目標として道路整備の促進を図る。

■道路の整備

現在進められている幹線街路整備について、津嘉⼭⻄線、津嘉⼭中央線、本部公園線の 3 路線

（2.5km）を今後、10 年間での整備を目指す。

また、計画道路事業で進められている町道 10号線も、幹線街路同様に今後 10年間での整備を

目指す。

＊10 年後に都市計画道路の改良済延⻑ 19.9km（整備：2.5km）を目指す

＊整備率：19.9km（改良済延⻑）／26.3km（計画延⻑）＝約 75%

出典：南風原町都市計画マスタープラン

単位：ｍ

名称 幅員 計画延長 新設･改良済延長 整備率

1 津嘉山西線 16 1,410 770 55%

2 津嘉山中央線 12 1,040 790 76%

3 本部公園線 16 1,690 130 77%

幹線街路 計 4,140 1,690 41%

都市計画道路 26,300 ― ―

4 町道 10 号線 9.5 1,190 ― ―

都市計画道路、町計画道路
H30

（2018）

R01

（2019）

R02

（2020）

R03

（2021）
4 年合計

整備延⻑
都市計画道路 60 230 60 70 420

町計画道路 ― ― ― ― ―
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■生活道路安全対策区域

 本総合交通戦略の計画年（約 10 年間）で、優先度の高い 4 区域への対策を実施

南風原町内の 8地区を生活道路の安全対策区域として登録
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■サイクルステーションの設置箇所

 本総合交通戦略の計画年（約 10 年間）において、本町内の公共施設、公共交通拠点、主要施

設等へサイクルステーションの設置を行う。

 サイクルステーションの設置については、事業者との連携を図り検討する。
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■バス待ち空間整備

 本総合交通戦略の計画年（約 10年間）において、バス停の利用及び整備状況を踏まえ、整

備の検討、整備の推進を図る。

■沖縄県 沖縄本島路線バス利用促進方策検討に向けた調査報告（H26.3）

本町内の路線別のバス利用者数は、国道 329 号が最も多く 65.1%、次に国道 507 号で

18.1%、県道 241 号線で 12.3%と、この 3路線で全体の約 96%を占める。

バス停別利用状況

バス停整備状況

単位：人/日

バス停名 乗車数 降車数 合計 路線別利用（率）

1 神里 14 10 24 県道 48 号線 24 0.6%

2 兼城十字路 22 27 49

県道 82 号線 128 3.4%
3 南風原町役場前 14 10 24

4 福祉センター入口 11 11 22

5 照屋 16 17 33

6 喜屋武 8 7 15 県道 86 号線 15 0.4%

7 県立医療センター 5 113 118

県道 241号線 463 12.3%8 県立医療センター東口 6 10 16

9 新川営業所 17 312 329

10 印刷団地前 328 262 590

国道 329 号 2,442 65.1%

11 兼城十字路 212 253 465

12 当間原 119 130 249

13 宮平 189 184 373

14 南部保健所前 206 306 512

15 第一与那覇 50 51 101

16 与那覇 75 77 152

17 翔南製糖前 130 99 229

国道 507 号 680 18.1%

18 津嘉山 84 102 186

19 川下原 38 49 87

20 徳洲会病院入口 81 61 142

21 山川 36 0 36

22 真地団地入口 0 0 0
市道 1 0.03%

23 盲学校前 1 0 1

計 1662 2091 3,753 3,753 100%
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2.2％の増加を想定

■公共交通利用率（バス、モノレール）

 令和 3 年（2021 年）における南風原町民の公共交通利用率は約 8％となっており、本総合交

通戦略の目標年となる約 10 年後において、公共交通利用率 1.1%増の 9.1%を目標値とする。

■南風原町交通基本計画【令和 4年（2022 年）7月策定】

令和 3年度（2021 年度）に実施した住⺠アンケート結果より、平⽇の公共交通分担率がバ

ス、モノレールを合わせ約 8%となってる。

平日の主な移動目的と移動手段

■TDM施策推進アクションプログラム【令和 4年（2022 年）12月】

TDM施策推進アクションプログラムにおいて、平成 18年度（2006 年度）時点での公共交通

分担率 4.4％から、約 25年後の目標 6.6%の 2.2%向上を目指している。

指標 実績値 目標値 目標値設定の考え方

公共交通

分担率

4.4％（H18 年度） 6.6％（R12 年度）

 H18 沖縄中南部都市圏パーソント

リップ調査では、R12 時点で新たな

公共交通システム（モノレールや

基幹バス等）の導入により、公共

交通分担率が 6.6％と推計

公共交通

利用者数

29,561 千人（R2 年度）

【参考】

45,791 千人(R元年度)

48,000 千人(R6 年度)

53,000 千人(R9 年度)

69,000 千人(R13 年度)

 第 3 回沖縄本島中南部都市圏パ

ーソントリップ調査（平成 21 年 3

月）の予測値を踏まえて設定

 基幹バスシステムが完成した場合

における H42 公共交通利用者数

189 千人／日×365 日＝68,985

千人≒69 百万人／年

乗合バス

利用者数

17,785 千人（R2 年度）

【参考】

26,034 千人(R元年度)

27,362 千人(R6 年度)

28,191 千人(R9 年度)

43,000 千人(R13 年度)

モノレール

日当たり

乗客数

30,044 人(R２年度)

【参考】

55,766 千人(R元年度)

56,900 人(R6 年度)

70,070 人(R9 年度)

72,370 人(R13 年度)

 目標値の設定については、沖縄都

市モノレール(株)の中長期経営計

画・収支表から引用

通勤; 900;

64%

通学;

90; 6%

通院; 139;

10%

買い物; 190;

13%

私用;

54; 4%

その他; 14;

1%

不明;

27; 2%

1049;

74%
117; 8%

103; 7%

8; 1%

73; 5%

15; 1%

52; 4%

13; 1%

2; 0%

0% 20% 40% 60% 80%

自動車（運転）

自動車（送迎）

バス

タクシー

バイク

自転車

徒歩

モノレール

その他
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3.住民ワークショップ開催
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(1) 住民ワークショップの開催

1) 住民ワークショップの概要

住民ワークショップは、本町内の 12 字を対象に開催した。

住民ワークショップでは、令和 4 年（2022 年）7 月に策定した「南風原町交通基本計画」の概

要と、本町内の交通に関する課題を説明し、各地域住民が認識している交通に関する課題、また、

移動に関するニーズの把握を行った。

表 住⺠ワークショップ開催スケジュール

【住民ワークショップの内容】

1.住⺠ワークショップ開催の説明

1-1 住⺠ワークショップの目的

1-2 南風原町の取り組み概要

2.グループ別に作業

2-1 地域の交通安全について
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表 住⺠ワークショップ開催状況

実施内容 実施状況

1.住民ワークショップ開催の説明

1-1 住民ワークショップの目的

1-2 南風原町の取り組み概要

2.グループ別に作業

2-1 地域の交通安全について

・地域の重要な道路（生活道路、通学路）

・地域の危険箇所

・危険箇所の安全対策

2-2 公共交通について

・町民の普段の移動や公共交通の利用実態

・だれでも移動しやすい環境づくり

3. グループ毎に発表

・グループ別に意見交換を行った後、意見

内容の確認、また、別グループとの内容

の共有を図るため、グループ毎に内容に

ついて発表
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2) 住民ワークショップで得られた主な意見

a) 地域安全について

本町内の各地域における交通問題において、各地域住民より交通問題に対する対策案について

意見を整理した。

各地域が生活移動に主に利用する道路、また、学校への登下校時の通学路として利用する道路

について確認を行い、当該道路においての危険性等の意見を収集した。

各地域の交通課題について次ページ以降に示す。
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③ 大名区
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⑤ 宮平区
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⑦ 照屋区・本部区
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⑨ 津嘉山区
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⑪ 神里区
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b) 交通安全に対する地域アイディア

各地域における交通問題に対し、必要と考えられる対策について地域住民のアイディアとして

整理を行った。

「交通渋滞」、「生活道路、通学路の安全対策」及び「その他」の 3つに分類し、結果として

「生活道路、通学路の安全対策」に対する意見が最も多い傾向が見られる。

表 交通安全に対する地域アイディア

分類 交通問題の内容 対策案

交通渋滞

1 幹線道路等の朝・夕の渋滞
幹線道路の整備及び幹線道路の交差点改良の推進

取付け道路（町道）の右折帯整備、交差点改良

2 連続交差点の渋滞 停止線位置の見直し、「停止禁止」標示の整備

3 商業施設の出入（国道 329、507 号） 商業施設への負荷車線整備

4 バスレーンによる円滑性の低下 バスレーン時間帯のリバーシブルレーンの導入

5 右折信号の未整備 右折矢印信号の設置

生活道路、

通学路の

安全対策

6 通り抜け交通 ハンプ、通行規制

7 スピード超過 速度抑制（安全速度標識）、ハンプ

8 歩道が狭い、車道が狭く電柱が多い 無電柱化、電柱の移動、グリーンベルト

9 白線の不明瞭（路肩） 白線整備、グリーンベルト

10 優先道路の不明瞭（無信号交差） 「止まれ」標示、カラー舗装

11 道路勾配（下りの速度） 滑り止め舗装

12 事故の多発（単独） 滑り止め舗装、速度抑制、注意喚起看板

13 事故の多発（無信号交差）
優先側の明確化（止まれ標示、カラー舗装）、交差点

ハンプ

14 見通し（カーブ、鋭角交差） カーブミラー、優先の明確化、交差点改良

15 見通し（草木の繁茂） 除草（維持管理）

16 見通し（構造物） カーブミラー、スムース横断歩道

17 学校への送迎交通 学校 MM

18 変則交差点 交差点改良

19 生活道路への大型車進入 交通規制

20 人身事故の多発 交差点改良、信号位置の変更

21 通学路横断歩道（無信号） 信号整備、スムース横断歩道

その他

22 路上駐車 交通規制

23 路面の凹凸 道路整備

24 歩道路面が滑る 湧水対策
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3) 公共交通について

a) 町内外の移動ニーズ

町民の主な日常移動となる買物、通院等の移動は、隣接する市町への移動も見られるものの、

多くは町内移動が中心となっている。

項目 良くいく場所・施設 備考

商業施設

（買物）

イオン南風原、津嘉山サンエー、丸大、メイクマン、くがに市場、マックスバリュ

ー、かねひで、ユニオン、ふく薬局、Big
町内

サンエー（南城、八重瀬、豊見城）、イオン（南城）、うんたま市場（西原）、アグリ

（八重瀬）、アトール（南城）、ダイレックス（那覇）
町外

医療施設

（通院）

南部医療センター、沖縄第一病院、南部保健所、吉クリニック、えびす耳鼻科、照屋

整形
町内

与那原中央病院（与那原）、南部徳洲会病院（八重瀬）、友愛医療センター（豊見城） 町外

公園

（健康増進）

黄金森公園、宮城公園、ウガンヌ前公園、本部公園、神里ふれあい公園、花水緑の大

回廊公園、環境の杜
町内

公共施設等 町役場、中央公民館（図書館）、ちむぐくる館（社協）、各公民館 町内

手続き等 JA 南風原支店、町内銀行 町内

遊戯施設 サザンヒル、ラウンドワン、トマト 町内

飲食
マック、ちらー小、いろり亭、てぃーら、きちんと、大戸屋 町内

あさと家 町外

その他 那覇バス新川営業所、ガソリンスタンド、コンビニ、寿スイミング 町内

図 住⺠の移動ニーズ
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【参考】

① 通勤・通学、買物動向調査

令和 2年国勢調査（2020 年）、平成 30 年度沖縄県買物動向調査（2018 年）より、本町民の通

勤・通学、買物の移動について整理を行った。

町民の通勤・通学移動において、町内から町外、町外から町内では那覇市が最も多く、買物動

向においては町内での買物が約 64％以上と最も多く、隣接する地域では八重瀬町、与那原町が

多い。

表 通勤・通学移動

15 歳以上
町内から他市町村へ 町外から町内へ

就業者数 通学者数 就業者数 通学者数

那覇市 5,195 594 3,123 296

豊見城市 924 63 788 57

糸満市 694 36 521 18

南城市 839 21 1,299 150

八重瀬町 688 109 871 79

与那原町 460 184 721 54

西原町 598 87 500 31

その他 2,167 191 1,625 133

合計 11,565 1,285 9,448 818

表 買物動向調査

最寄り品（一般食料品）

出向先 買物出向比率

町内 79.4%

町外 31.8%

八重瀬町 13.7%

南城市 9.7%

与那原町 8.4%

買回品

出向先 買物出向比率

町内 64.1%

町外 40.3%

与那原町 24.4%

豊見城市 6.8%

その他 9.1%

＊買回品とはファッション衣料品
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b) 移動しやすい環境づくり

前述の町民移動ニーズにおいて、町民がよく行く場所へ必要と考える移動手段について、地域

毎に整理を行った。

ほとんどの地域では、町内全域移動が可能なコミュニティバス、デマンド交通との意見がある

なか、宮平、喜屋武、神里地区では、コミュニティバス、デマンド交通に関する意見が少なく、

当該 3地域では、地域の中心を路線バスが通過しており、バス停までの移動距離や公共交通不便

地域の広がり等の地域的特徴がひとつの要因として考えられる。

また、その他の意見では、日常の食品等の買物では、近隣の商業施設を利用することから、長

距離移動を目的とした路線バスやコミュニティバスではなく、ドア to ドア形式の気軽に利用で

きるタクシー利用への補助に対する意見が多くあげられた。

図 地域別移動手段のニーズ

図 町⺠の移動先（再掲）
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各地域からあげられた移動手段のニーズについて、項目立てを行い下表に整理した。

項目は大きく 5つ（路線バス、民間事業との連携、支線公共交通、自転車、新たなモビリテ

ィ）あげられており、その他ではタクシーチケット、地域バス等が挙げられている。

表 移動しやすい環境づくりに必要と考えられる事項

移動しやすい環境づくりに必要な項目 備考

路線バス

定時性の向上 バスレーン整備

運行本数の増便 利便性向上、利用促進

バス待ち空間整備
上屋、ベンチの整備、コンビニでのバス

待ち

運行ルートの見直し

バス網の再編、南北軸のバス路線強化、

国道 507 号バイパスへのルート導入

新川営業所、モノレール首里駅との連携

運賃割引 サブスクリプションの導入

交通結節点 乗り換えのシームレス化

民間事業

との連携

買物支援 民間事業者が主体となって買物を支援

民間事業者が運営する既存ストックを活用 商業施設、病院、福祉バスの活用

支線

公共交通

生活拠点間移動バス

地域内移動の充実を図るコミュニティバス

デマンド交通

自転車

自転車通行空間 自転車利用の安全性を高める

駐輪場
バス停及び交通結節点からの端末移動

シェアサイクル

新たな

モビリティ
電動キックボード 町内の拠点移動、バス停の端末移動

その他

パークアンドライド（P&R）
那覇空港自動車道の空地を利用した駐車

場（公共交通への乗換え）

移動スーパー

タクシーチケット 高齢者の買物（荷物持ち）の負担軽減

地域バス
各地域で買物支援を行う（運転手は各地

域、バスは町が準備）

スクールバス
学校から遠距離の児童を対象とした通学

支援
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4) 今後の展開について

前述で整理した住民ワークショップに対し、「交通安全対策」、「移動しやすい環境づくり」に

おいて、渋滞対策、道路整備の推進、また、支線公共交通の導入やタクシーチケット等を整理

し、今後の検討として記載する。

表 今後の検討

令和 5 年度（2023 年度）以降に検討・実施

交通安全対策

 渋滞対策

• 渋滞交差点に位置付けられている箇所について関係機関と連携し対策実施

を促進

• その他渋滞交差点においても、現況を十分把握し対策について検討

 生活道路安全対策区域指定の検討

• 関係機関調整

• 想定する区域（津嘉山小学校地区、北丘小学校地区、南風原小学校地区、

翔南小学校地区、与那覇・宮城地区、兼城地区、山川地区、神里地区）

 指定区域の重点対策の検討、実施（ゾーン 30 プラス）

• 関係機関との調整を行い、対策地域の優先度の検討、対策を実施

 通学路指定の検討

• 住民ワークショップ意見、現地確認により通学路指定の可能性について検

討

 安全な歩行空間の創出

• 生活道路や通学路等において安全で安心な歩きやすい歩行空間を創出

移動しやすい

環境づくり

 端末移動

• 拠点（自宅）からバス停、バス停から拠点（目的地）や施設間の移動支援

としたサイクルステーション導入等の検討

 路線バス利用促進

• 既存の路線バス利用の向上を図るため、バス待ち空間を検討、整備

 民間事業との連携

• 地域交通の持続的な運用の可能性について、民間連携について検討

 地域内移動

• 高齢者への「タクシーチケット」配布等による移動支援、また、本町内に

おける支線公共交通のあり方について段階的に検討
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4 送迎交通に関する保護者アンケートの調査結果
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■ 送迎交通の現状把握

(1) 実施概要

本町の町立幼稚園、小学校、中学校を対象に、送迎交通に関連する保護者アンケート調査を以

下の日程で実施した。

① 実施期間

令和 4年（2022 年）9月 26 日～10 月 7 日

表 アンケート対象

② アンケート回収

対象人数は約 5,300 人を対象に実施し、回答者数は約 1,900 人の回収率 36.4％、幼・小・中別

の回収率は、幼・小が 50％前後、中学校が約 14％と低い。

表 アンケート回収数

配布数 回収数 回収率

幼稚園 505 296 58.6%

小学校 3,321 1,413 42.5%

中学校 1,458 212 14.5%
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(2) 送迎交通の現状

１.こどもの通学先等について教えて下さい。

（1）通っている学校について教えて下さい。（N=1,921）

（2）学年について教えて下さい。（N=1,620）
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（3）お住まいの地域について教えて下さい。（N=1,904）

２.学校の通学（登降園・登下校）方法について教えて下さい。

（1）自宅から学校までの所要時間について教えて下さい。徒歩(N=1,854) / 自動車(N=1,756)



付属資料

117

付
属
資
料

（2）登園・登校時について。

1）主な通学方法について教えて下さい。（N=1,916）
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2）自家用車での送迎の頻度について教えて下さい。（N=1,691）
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（3）降園・下校時について。

1）主な通学方法について教えて下さい。（N=1,767）
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2）自家用車での送迎の頻度について教えてください。（N=1,586）
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3.自家用車での送迎について教えてください。

（1）自家用車で送迎する方について教えてください。（N=1,655）
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（2）送迎の時間帯について詳しく教えてください。（N=1,517）
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（3）自家用車で送迎した際の理由について教えてください。（N=3,387）
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（4）送迎時の乗降場所について教えてください。（N=1,583）
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4.こどもの路線バス利用について教えてください。

（1）路線バスを利用したことがありますか。（N=1,876）



南風原町総合交通戦略

126

付
属
資
料

（2）路線バスを利用した際の理由について教えてください。（N=245）
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(3) 今後の展開

本町内の町立幼・小・中学校の送迎交通に関する保護者アンケートの調査結果より、多くの園

児、児童、生徒が自家用車により送迎されていることが把握できた。

また、登園・登校時の送迎は、同時刻（7：30～8：00）に送迎交通が学校周辺に集中してお

り、当時間帯において学校周辺での送迎交通による渋滞が発生しているものと予想される。

今後、送迎交通の抑制を図るため、送迎交通の課題、今後の展開について下表に整理した。

表 今後の検討

令和 5 年度（2023 年度）以降に検討の実施

送迎交通の

現状・課題

 自家用車送迎の実態

• 登園・登校時は全体の約 47％、降園・下校時では全体の約 53％が自家用車に

よる送迎

• 特に、幼稚園の自家用車による送迎が最も多く登園約 80％、降園約 95％

• 小学校では登校約 50％、下校約 40％、中学校では登校約 35％、下校約 18％が

自家用車による送迎

 送迎の時間帯

• 登園・登校時の時間帯では、7 時 30 分からの 30 分間に全体の約 70％が集中

• 小中学校の送迎時間のピークは 18 時 30 分からの 30 分間に集中

今後の展開

 生活道路対策

• 歩行空間の整備

 自家用車送迎の理由を基に送迎交通抑制について検討

• 送迎交通の抑制策として、学校 MM の可能性検討

• 教育委員会、学校、PTA との意見交換

• 学校 MM の実施スケジュール検討

• 学校 MM の実施、効果検証

■学校 MMとは

• 小学校や中学校を対象として、交通に関する課題、環境、多様な移動手段等について出前

講座を行い、公共交通利用への意識啓発を行う。
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5.生活道路安全対策エリア設定



南風原町総合交通戦略

130

付
属
資
料



付属資料

131

付
属
資
料



南風原町総合交通戦略

132

付
属
資
料



付属資料

133

付
属
資
料



南風原町総合交通戦略

134

付
属
資
料



付属資料

135

付
属
資
料



南風原町総合交通戦略

136

付
属
資
料



付属資料

137

付
属
資
料



南風原町総合交通戦略

138

付
属
資
料



付属資料

139

付
属
資
料



南風原町総合交通戦略

140

付
属
資
料



付属資料

141

付
属
資
料





付属資料

143

付
属
資
料

6.施策の実施事例
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展開方針１（自動車交通の円滑性の向上）

【1-①】道路整備プログラムの策定

① うるま市における道路整備プログラムについて

（概要）

・現況、上位計画の把握

・現計画の検証

⇒整備状況及び財政状況（事業確定路線の事業費、道路投資可能額等）の確認

・将来幹線道路網の設定

⇒道路種別ごとに市独自の将来幹線道路網を設定

・道路整備プログラムの策定

・計画道路カルテ

⇒既決定都市計画道路についてカルテを作成し、各路線の現況や課題等を整理
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【1-③】道路整備プログラムの策定

① 整備事例（世冨慶交差点）

 平成 30年（2018 年）4月に世冨慶交差点において、国道 58号（世冨慶 IC方向）の右折車

線を延伸。（60ｍ→185ｍ）

 右折車両の滞留により、直進交通の阻害が除去されたことにより、国道 58号（許田 ICか

ら国頭方面）の旅行速度が改善。

【1-④】道路維持管理プログラムの策定

① 舗装の表層に係る補修（例：切削、オーバーレイ、路上再生等）※簡易アスファルト舗装

（全層）を含む

② 小規模構造物の補修・更新（例：道路照明施設､道路標識､防護柵､防雪柵､側溝､機械設備､小

型擁壁､カルバート（大型を除く）等）

③ 法面・斜面の小規模対策工（例：落石防止柵、植生工、モルタル吹付工、排水工、土留工

等）
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【1-⑤】自動車交通円滑性の向上

①無電柱化の推進

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づき、道路管理者が電線共同溝を整備し、電線

管理者が電線、地上機器を整備する⽅式である。沿線の各⼾へは地下から電⼒線や通信線を

引き込む仕組みとなっている。沖縄県内でこれまでに実施された無電柱化の整備手法は電線

共同溝方式がほとんどである。
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【1-⑥】歩行空間及び自転車通行空間整備の推進

①ウォーカブルなまちなか空間の整備

 ⺠地側のセットバックと⾞道幅員の削減による歩⾏空間の拡幅、沿道建物の低層部の商業店

舗化、石張り舗装による道路空間デザイン等の整備により、来街者の誘致を図る魅力ある街

路空間の創出を目指す。
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展開方針２（生活道路の安全対策）

【2-①】安全な歩行空間の創出

①歩道の整備
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出典：生活道路の交通安全対策ポータル（国土交通省）
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展開方針３（移動しやすい環境の整備）

【3-①】自転車活用の推進

①サイクルステーション等の導入

 買い物客による短時間の自転車駐輪への対応を図るため、商店街内に「路上駐輪

帯」や 「サインラック（可動式駐輪器具）」といった小規模な駐輪施設を配置

② シェアサイクル等の導入

 自転車 332 台、ポート 5 箇所（平成 29 年（2017 年）2月末現在）

 公設⺠営事業（実施主体：岡⼭市、運営主体：中央復建コンサルタンツ㈱）

 大型ショッピングセンター、大学、医療施設等との連携によるサイクルポートの増

設などサービス拡大を推進。
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【3-②】バス待ち空間の整備

①サイクル&バスライド

 バス停の直近に自転車駐車場を整備することで、自転車とバスの連携を促進。

②商店街等との連携

 兵庫県伊丹市では、市営自転車駐車場や市内加盟店を利用することで、地域通貨

「いたみんポイント」が貯まる制度を導入。
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【3-③】新しい公共交通システムの導入

①北中城村 グスクめぐりん
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【3-④】交通結節点の整備
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出典：国土交通省 交通結節点等の推進

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000019.html
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７.用語集
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用語 意味

あ
⾏ 新たな公共交通

定時・速達性を確保した路線バスやタクシーとは異なる公共

交通（LRT、BRT、基幹バス、モノレール）を言います。

移動困難者
公共交通不便地域に住み、運転免許を持たない（持てな

い）、高齢者や子供のことをいいます。

か
⾏ 学校MM

(モビリティマネジメント)

小学生や中学生等を対象にして、交通に関する課題、環境、

多様な移動手段等について出前講座を行い、公共交通利用へ

の意識啓発を行います。

カーシェアリング

車を複数人で共有して利用する仕組みです。決まった貸出し

場所から車を借り、利用は短時間でも可能で、少しの使用に

便利です。

カーフリーデー

自家用車の代わりに公共交通、徒歩、自転車等により移動を

行い、公共交通や環境について考える日となっています。

ヨーロッパを中心に、毎年 9月 22日に『カーフリーデー』

という社会イベントが行われています。

企業MM

(モビリティマネジメント)

企業に対して、自家用車通勤から公共交通、自転車、徒歩等

への手段の転換、時差通勤や相乗り等を推奨し、通勤・帰宅

時間帯の自動車利用の抑制を図ります。

グリーンスロー

モビリティ

公道で走行可能な 20km/h 未満の電動車両で、4人乗り以上

であることが定義されています。

公共交通ネットワーク

公共交通である電車、モノレール、路線バス及び高速バスの

運行ルートが、連携を図り網の目のように広がっている（バ

ス網ともいう）ことをいいます。

公共交通不便地域

（公共交通空白地域）

路線バス、モノレールの公共交通の路線から外れた地域をい

います。本計画では、バス停から半径 300m圏外の地域を設

定しています。

交通結節点

駅前広場をはじめとする交通結節点は、複数の交通手段をつ

なぎ「交通機関の乗り換え・乗り継ぎ」としての機能をもつ

ほか、地域の中心拠点エリアを形成する「拠点形成」や「ラ

ンドマーク」などの機能もあります。

小型モビリティ
自動車より小さく、1〜2 人乗りの電動車両です。決まった

貸出し場所から車両を借り、利用は短時間でも可能です。
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コミュニティバス

路線バスが走っていない地域を小型バスで循環し、主要施

設、商業施設、バス停等との連携を図り、町内の移動を便利

にします。

(令和 4年 4月現在、南城市、中城村、沖縄市 等で実施）

さ
⾏ サイクルステーション

シェアサイクルを駐輪（借りる、返却する場所）する場所と

なります。

シェアサイクル

電動アシスト自転車を複数人で共有して利用する仕組みで

す。さまざまな場所に設けている駐輪場で自転車を借りる

（返却）ことができます。町内の短距離移動に便利です。

支線公共交通
路線バスのバス停から公共交通不便地域を接続し、公共交通

不便地域の解消を図る公共交通をいいます。

生活道路 地域住⺠が⽣活移動において利⽤する道路をいいます。

ゾーン 30 プラス

最高速度 30km/h の区域規制と物理的器材との適切な組合せ

により交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン３０プ

ラス」として設定します。

また、道路管理者と警察が緊密に連携し、地域住⺠等の合意

形成を図りながら、生活道路における人優先の安全・安心な

通行空間を整備します

た
⾏ タクシーチケット

本計画では、移動困難者等への移動支援を目的とした、タク

シー料金の一部を補助する施策を言います。

駐輪場

自転車を止めるための決められた場所を言います。

サイクルステーションは、シェアサイクルを駐輪（借りる、

返却する場所）する場所となり考え方が異なります。

町⺠ MM

(モビリティマネジメント)

日常の通勤、買物、通院等の短中距離において、自家用車か

ら徒歩、自転車及び公共交通への転換を促します。

通学路
小・中学校の児童生徒が登下校時に利用する道路を言いま

す。

デマンド交通

指定された区域内を運行する予約制の乗合交通です。乗降場

所は自由に指定でき、指定区域内の移動を便利にします。

(令和 4年 4月現在、南城市、糸満市、北谷町等で実施）
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は
⾏

ボトルネック交差点

交通が通過できる容量が少ない区間、または箇所に、その容

量を超過する交通が流れ込んだ際に、そこを先頭として交通

渋滞が発生する状況をいいます。（信号交差点、道路の合流

部、高速道路のサブ等）

B BRT

バスを基盤とし定時性、速達性向上を図るためのシステムを

導入したバスです。走行性の確保に、バスレーンの導入が挙

げられます。

C
C&R

（サイクル&ライド）

駅やバス停の周辺などに整備された駐輪場に自転車を駐輪

し、そこからは公共交通機関に乗り継ぎを図る方法です。

L LRT
低床式車両の活用等で乗降しやすく、定時性、速達性などの

面で優れた次世代の軌道系交通システムのことです。

P
P&R

（パーク&ライド）

郊外や都心周辺部のバスターミナルやバス停周辺などに駐車

場を整備し、マイカーから公共交通への乗り継ぎを図る方法

です。

(令和 4年 4 ⽉現在、⼩禄駅、安⾥駅、てだこ浦⻄駅等で実施）

T
TDM

（交通需要マネジメント）

自動車の効率的利用や公共交通への利用転換など、交通行動

の変更を促して、発生交通量の抑制や集中の平準化など、

「交通需要の調整」を行うことにより、道路交通混雑を緩和

していく取組みをいいます。


